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証券情報の部 



 
 

 

１．本「債券内容説明書証券情報の部」（以下「本説明書証券情報の部」という。）において記載する「第 114・

115 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」（以下「本債券」という。）は、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号。以下「機構法」という。）第 19 条に基づき、国土交通大臣の認可

を受けて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）が発行する債券です。 

 

２．本債券は政府保証の付されていない公募債券です。 

 

３．本説明書証券情報の部と同時に投資家に交付された「債券内容説明書法人情報の部」（以下「本説明書法人

情報の部」といい、本説明書証券情報の部とあわせて、以下「本説明書」という。）は、本債券の発行者であ

る当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなします。本説明書法人情報の部には、当機

構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項を平成29年10月１日時点以前の情報に

基づき記載しています。本債券への投資判断にあたっては、本説明書法人情報の部も併せてご覧下さい。 

 

４．本債券については、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第３条により同法第２章の規定が適用されず、

従って、その募集について同法第４条第１項の規定による届出は行われておりません。本説明書は、本債券に

対する投資家の投資判断に資するために、当機構の事業等について、並びに当機構の前身である日本鉄道建設

公団（以下「旧公団」という。）及び運輸施設整備事業団（以下「旧事業団」という。）に関してそれぞれ日本

鉄道建設公団法（昭和 39 年法律第３号）及び運輸施設整備事業団法（平成９年法律第 83 号）の規定等に基づ

き作成された財務諸表、附属明細書、事業報告書等の既存の開示資料を抜粋又は要約して当機構が任意に作成

したものであり、金融商品取引法第 13 条第１項に基づく目論見書ではありません。また、本説明書法人情報の

部中の財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の２第１項に規定される監査証明は受けておりません。 

 なお、その他本債券の詳細については、発行要項を併せてご覧下さい。 

 

５．当機構の財務諸表は、「中央省庁等改革基本法」（平成 10 年法律第 103 号）第 38 条第３号及び「独立行政法

人通則法」（平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）第 37 条により原則として企業会計原則に基づ

き処理されるとともに、「独立行政法人会計基準」、「独立行政法人会計基準注解」（平成 12 年２月 16 日独立行

政法人会計基準研究会）、機構法、国土交通大臣の認可を受けて定めた｢独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構業務方法書｣及び同大臣への届出が義務付けられている「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構会計規程」等に準拠して作成されます。 

 また、当機構の財務諸表は、通則法第 38 条第１項及び第２項により、毎事業年度の終了後３月以内に、監査

報告及び会計監査報告を添付した財務諸表を国土交通大臣に提出してその承認を受けなければならないとされ

ております。 

 

６．当機構は、特殊法人等改革基本法（平成 13 年法律第 58 号）及び特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年 12

月 19 日閣議決定）に基づき、旧公団及び旧事業団の業務を承継する独立行政法人として設立されました。機構

法附則第２条及び第３条により、機構の成立の時において解散した旧公団及び旧事業団の一切の権利及び義務

は、国が承継する資産を除き、当機構が承継しております。 

 

 
本説明書に関する連絡場所 

横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 経理資金部資金企画課      電話番号 045（222）9040 
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第１ 募集要項 

１．新規発行債券（10 年債） 

銘 柄
第 114 回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 
債 券 の 総 額 金 16,000,000,000 円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用

本債券は、社債、株式等の振替に関

する法律（平成 13 年法律第 75 号）

の規定の適用を受けるものとする。

発 行 価 額

の 総 額
金 16,000,000,000 円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 平成 30 年５月 11 日 

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金 100円 申 込 証 拠 金

各債券の金額 100円につき金 100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。

利 率 年0.225パーセント 払 込 期 日 平成 30 年５月 30 日 

利 払 日 毎年３月 20 日及び９月 20 日 申込取扱場所
別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店 

償 還 期 限 平成 40 年５月 30 日 振 替 機 関

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

１番１号

募 集 の 方 法 一般募集

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 30 年９月 20 日

を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年３月 20 日及び９

月 20 日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から第１回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。

(4) 償還期日後は、利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

各債券の金額 100 円につき金 100 円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、平成 40 年５月 30 日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保  本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産に

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

財

務

上

の

特

約

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘 要 １．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&I からＡＡの信用格付を平成 30 年５月 11 日付で取得

している。 

R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対する R&I の意見である。R&I は

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の

信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見について

の正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に

ついて、いかなる保証もしていない。 

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、

これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必要と

判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I のホ

ームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入

手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-6273-7471 

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡ１の信用格付を平成 30 年５月 11 日

付で取得している。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義して

いる。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リ

スク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付

は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、

又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっ

ても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商

品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証

も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は

公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情

報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考え

られるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、

ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に

独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を

変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況

により、本格付を取り下げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関

する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ムーディーズ・ジャ

パン」をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」

に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手すること

が出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 
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摘 要 ２．募集の受託会社 

(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社み

ずほ銀行とする。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。 

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機

構及び募集の受託会社との間の平成 30 年５月 11 日付第 114 回鉄道建設・運輸施設

整備支援機構債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める職務

を行う。 

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。 

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定

に違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機

構が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められ

た保証債務を履行すべき期間の最終日から５営業日以内にその履行がされないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 30 億円を超えない場合は、この限

りでない。 

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。 

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他

これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することが

できる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。 

(2) 債権者集会は、東京都において行う。 

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。 
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摘 要 (4) 本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算

入しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集

会の招集を請求することができる。 

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額

を除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有し

ない。 

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総

額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議

決権を有する者の同意がなければならない。 

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき

③決議が著しく不公正であるとき

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べる

ことができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募

集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することがで

きる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入

する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に

提出する。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、

業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 
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２．債券の引受け及び債券発行事務の委託（10 年債） 

債
券
の
引
受

引受人の氏名又は名称 住 所 引受金額 引受けの条件

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社 

みずほ証券株式会社 

大和証券株式会社 

野村證券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

百万円 

5,600 

4,000 

4,000 

2,400 

１．引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。

２．本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

4,800 万円

とする。
計 16,000 

債
券
発
行
事
務
の
受
託

債 券 発 行 事 務

受 託 会 社 の 名 称
住 所

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
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３．新規発行債券（15 年債） 

銘 柄
第 115 回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 
債 券 の 総 額 金 8,000,000,000 円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用

本債券は、社債、株式等の振替に関

する法律（平成 13 年法律第 75 号）

の規定の適用を受けるものとする。

発 行 価 額

の 総 額
金 8,000,000,000 円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 平成 30 年５月 11 日 

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金 100円 申 込 証 拠 金

各債券の金額 100円につき金 100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。

利 率 年0.395パーセント 払 込 期 日 平成 30 年５月 30 日 

利 払 日 毎年３月 20 日及び９月 20 日 申込取扱場所
別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店 

償 還 期 限 平成 45 年５月 30 日 振 替 機 関

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 30 年９月 20 日

を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年３月 20 日及び９

月 20 日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から第１回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4) 償還期日後は、利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

各債券の金額 100 円につき金 100 円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、平成 45 年５月 30 日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保  本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産に

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

財

務

上

の

特

約

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&I からＡＡの信用格付を平成 30 年５月 11 日付で取得

している。 

R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対する R&I の意見である。R&I は

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の

信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見について

の正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に

ついて、いかなる保証もしていない。 

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、

これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必要と

判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I のホ

ームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入

手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-6273-7471 

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡ１の信用格付を平成 30 年５月 11 日

付で取得している。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義して

いる。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リ

スク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付

は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、

又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっ

ても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商

品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証

も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は

公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情

報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考え

られるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、

ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に

独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を

変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況

により、本格付を取り下げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関

する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ムーディーズ・ジャ

パン」をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」

に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手すること

が出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 
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摘   要 

 
２．募集の受託会社 

(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社み

ずほ銀行とする。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。 

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機

構及び募集の受託会社との間の平成 30 年５月 11 日付第 115 回鉄道建設・運輸施設

整備支援機構債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める職務

を行う。 

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。 

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定

に違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機

構が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められ

た保証債務を履行すべき期間の最終日から５営業日以内にその履行がされないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 30 億円を超えない場合は、この限

りでない。 

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。 

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他

これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することが

できる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。 

(2) 債権者集会は、東京都において行う。 

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。 
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摘   要 

 

(4) 本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算

入しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集

会の招集を請求することができる。 

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額

を除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有し

ない。 

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総

額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議

決権を有する者の同意がなければならない。 

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べる

ことができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募

集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することがで

きる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入

する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に

提出する。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、

業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 
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４．債券の引受け及び債券発行事務の委託（15 年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件

 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社 

みずほ証券株式会社 

大和証券株式会社 

野村證券株式会社 

 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

百万円 

2,800  

 

2,000 

2,000 

1,200 

 
１．引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 
２．本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

2,800 万円

とする。 
計  8,000 

債
券
発
行
事
務
の
受
託

債 券 発 行 事 務 
受 託 会 社 の 名 称 

住    所 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
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５．本債券の発行により調達する資金の使途 

 (１) 新規発行による手取金の額 

 

払 込 金 額 の 総 額 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 差 引 手 取 概 算 額 

24,000,000,000 円 85,527,372 円 23,914,472,628 円 

 （注）上記金額は、第 114 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券及び第 115 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

券の合計金額です。 

 

(２) 手取金の使途 

上記の手取概算額 23,914,472,628 円は、平成 30 年６月までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

第 13 条第１項第６号及び第 10 号の業務に充当する予定です。 
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第２ 参照情報 

１．参照書類 

当機構の経理の状況等、その他の事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項については、本説明書法人情報

の部（平成29年10月１日現在）をご参照下さい。   

 

２．参照書類の補完情報 

（Ⅰ）「事業等のリスク」について 

本債券の発行者である当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなす本説明書法人情報の部

（平成29年10月１日現在）に記載の「事業等のリスク」について、本説明書証券情報の部作成日（平成30年５月11日）

までの間に生じた変更その他の事由はありません。また、本説明書法人情報の部には、将来に関する事項が記載され

ておりますが、本説明書証券情報の部作成日（平成30年５月11日）現在においてもその判断に変更はありません。 

 

（Ⅱ）その他 

上記「（Ⅰ）「事業等のリスク」について」のほか、本説明書法人情報の部（平成29年10月１日現在）につき、本説

明書証券情報の部作成日（平成30年５月11日）までの間において変更が生じた事項を以下に一括して記載いたします

（変更箇所は下線で示しております。）。 

 

第１ 法人の概況 

３．事業の内容 

（３）組織図（平成 30 年４月１日現在） 

- 12 -



 

 

 

（平成３０年４月１日現在）

渉 外 ・ 用 地 統 括 役

監 査 ・ 事 業 監 理 統 括 役

施設管理・中央新幹線融資統括役

鉄 道 助 成 統 括 役

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構組織図

工 務 ・ 建 設 統 括 役

国鉄清算事業用地統括役

経 営 自 立 推 進 統 括 役

審 議 役

監 査 部

総 務 部 （総務課、広報課、秘書課、人事課、労務課、厚生課）

国 際 ・ 企 画 部

経 理 資 金 部 （予算課、財務課、資金企画課、資金管理課、会計課）

事 業 監 理 部 （監理総務課、事業監理課、計画課、工事契約監理課）

（企画課、国際業務課、国際業務準備課、地域公共交通出資課、鉄道総合支援課、情報システム課）

施 設 管 理 部 （鉄道施設貸付課、鉄道施設譲渡課）

鉄 道 助 成 部 （特定財源管理課、助成第一課、助成第二課）

理 事 長 技 術 企 画 部 （技術企画課、調査課、積算課、運輸計画課）

副 理 事 長 設 計 部 （設計第一課、設計第二課）

理 事 長 代 理 用 地 部 （用地管理課、用地課）

理 事 （ ７ ） 設 備 部 （軌道課、機械課、建築課）

監 事 （ ３ ） 電 気 部 （電気管理課、電力課、信号通信課）

新 幹 線 部 （新幹線第一課、新幹線第二課、新幹線第三課、新幹線第四課）

工 務 部 （工務第一課、工務第二課、工務第三課）

建 設 部 （建設第一課、建設第二課）

共 有 船 舶 企 画 管 理 部 （経営企画課、管理課、特別管理課）

共 有 船 舶 建 造 支 援 部 （建造支援課、建造促進課、技術企画課、技術支援課）

国 鉄 清 算 事 業 管 理 部 （管理課、職員課）

国 鉄 清 算 事 業 用 地 部 （企画課、用地業務課）

経 営 自 立 推 進 ・ 財 務 部 （経営自立推進・財務企画課、財務管理課）

共 済 業 務 室

関 東 甲 信 工 事 局

東 京 支 社

大 阪 支 社

北 海 道 新 幹 線 建 設 局

九 州 新 幹 線 建 設 局

青 森 工 事 事 務 所
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（４）日本政府との関係について 

③業務運営について 

(ｲ) 中期目標 

通則法第 29 条により、国土交通大臣は、あらかじめ独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」という。）

の意見を聴き、３年以上５年以下の期間において当機構が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」

という。）を定め、これを指示するとともに公表しなければならないとされております。これを変更したときも同

様です。当機構の現行の中期目標は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの５年間について定められ

ております。 

 

（６）当機構の業務内容について 

①鉄道建設業務 

（ｳ）都市鉄道 

(ⅱ) 都市鉄道線 

平成３年に設立された鉄道整備基金（旧事業団）を承継した当機構が行う混雑率緩和等輸送力増強を目的と

した無利子貸付について、工事施行認可を得た鉄道事業者がその貸付けを受けるために、国土交通大臣に事業

認定申請を行い、併せて当機構に工事の申出を行うものであり、主要な線として筑肥線及び常磐新線（つくば

エクスプレス）等があります。これらの路線は既に完成し、各鉄道事業者へ譲渡されております。 

（略） 

（ｶ）受託事業 

受託事業は鉄道事業者や地方公共団体等からの要請に基づき、鉄道に関する工事、調査、測量、設計、試験及

び研究を行うもので、これまでに中部国際空港連絡鉄道線、仙台地下鉄東西線等合計 33 件の建設工事と鉄道事業

者・地方公共団体等からの鉄道整備計画に伴う調査業務を実施しており、当機構の鉄道建設に対するルート選定、

環境アセスメントといった調査から設計、施工、竣工に至る一貫したプロジェクトマネージメントにおける総合

的な技術力、新工法や環境対策などの土木関連での技術開発が活かされております。平成 29 年度の受託工事は、

えちぜん鉄道福井駅付近連続立体化工事等を行いました。また、計画段階の建設計画等の調査業務として、平成

29 年度は、小田急多摩線延伸線等の調査を実施しました。 

（略） 

＜受託工事（平成 29 年度）の主な実績＞ 

受託件名 委託者 受託内容 備考 

えちぜん鉄道福井駅付近 

連 続 立 体 化 工 事 
えちぜん鉄道株式会社 

勝山永平寺線、三国芦原線

及び入出庫線の仮線及び

計画線工事 

 

 

＜受託調査（平成 29 年度）の主な実績＞ 

受託件名 委託者 受託内容 備考 

小田急多摩線延伸の検討に

係る調査 
小田急多摩線延伸検討会 鉄道整備に係る基礎調査  

大阪国際空港アクセス鉄道

調査 
阪急電鉄株式会社 鉄道整備に係る基礎調査  

 

②船舶共有建造業務 

（略） 
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平成 22 年度に、政策要件を「内航海運のグリーン化に資する船舶」「産業競争力強化に資する船舶としてグループ

化等を実施する内航海運事業者により建造される船舶」「離島航路等の維持・活性化に資する船舶」等へと見直しを

行い、政策効果のより高い船舶に対して金利優遇を実施しております。 

船舶共有建造制度の利便性向上を図るため、毎年度制度改正を実施しており、平成 30 年度から政策要件を「物流

効率化に資する船舶」、「地域振興に資する船舶」、「船員雇用対策に資する船舶」、「事業基盤強化に資する船舶」、

「グリーン化に資する船舶」等に見直しを実施しております。 

以上の方針の下、当機構は船舶共有建造業務に関し、以下の業務を行います。 

（略） 

 

③地域公共交通出資等業務 
当機構は、地域公共交通ネットワークの再構築を担う新設事業運営会社に対する出資業務を行います。 

サービスレベルの向上、路線再編等により持続的な地域公共交通ネットワークの再構築を図る地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）に基づく認定を受けた事業について、中長期的な収益性が見込ま

れる等の条件を満たす事業が出資の対象となり、その原資は産投出資です。 

 

⑤鉄道助成業務 

当機構は、国の一般会計からの補助金とＪＲ本州３社からの既設新幹線譲渡収入等を財源として以下の業務を行っ

ております。 

（ｱ）旧事業団から承継した旧国鉄長期債務等の償還及び利子の支払い 

（ｲ）補助金の交付等 

(ⅰ) 整備新幹線建設助成 

現在、当機構では全国新幹線鉄道整備法（昭和 45 年５月 18 日法律第 71 号）に基づいて整備新幹線の建設が

推進され、また、整備新幹線の工事を円滑に実施するための調査などの建設推進高度化事業が実施されており

ます。これらの事業を行う建設勘定に対して、助成勘定では国からの補助金の繰り入れを行っております。 

（略） 

(ⅲ) 都市鉄道整備助成 

既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ速達性の向上を図ることにより、利用者の利便の増進に資する事業、

大都市交通の大きな担い手である地下鉄の整備等を推進するとともに、貨物専用線の旅客線化や都市開発と一

体的に行う鉄道駅の総合改善事業等による都市機能の向上・活性化等に対して助成を行っております。 

(ⅳ) 鉄道技術開発推進助成 

一般鉄道の新技術、安全対策、環境対策に係る技術開発を促進し技術水準の向上を図るため、これらの事業

に対して助成を行っております。 
(ⅴ) 安全・防災対策助成 

安全かつ安定的な鉄道輸送サービスを提供するための設備等の整備、踏切道における事故防止と道路交通の

円滑化を図るための踏切遮断機や警報装置等の踏切保安設備の整備を図る等により、安心できる生活環境を維

持するため、助成を行っております。 

（ｳ）低利資金の融通又は無利子での貸付 

（略） 

貸付金については、東京メトロは平成 26 年３月をもって完済され、旧公団（建設勘定）は平成 30 年５月１日

現在残高が 130,645 百万円です（旧公団・旧事業団から当機構への移行・統合に伴い、無利子貸付は助成勘定と

建設勘定間の事業資金の繰入・繰戻の形で行われております。）。 

（ｴ）財政融資資金を活用した資金の貸付等 

「未来への投資を実現する経済対策」（平成 28 年８月２日閣議決定）により、東海旅客鉄道株式会社（以下「Ｊ
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Ｒ東海」という。）が行うリニア中央新幹線の全線開業を最大８年間前倒しすることとされたことを受け、平成

28 年度より、財政融資資金を借り入れ、ＪＲ東海に対し建設資金の一部貸し付けを行いました。貸付金残高は、

平成 30 年５月１日現在 30,000 億円です。 

 

＜鉄道助成業務のスキーム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．民鉄線事業について 

（２）民鉄線事業に関する償還条件の変更等について 

③東葉高速線の償還について 

（略） 

これにより、大株主（千葉県、船橋市、八千代市及び東京メトロ）による増資、無利子融資等の資金面での支援、

旧運輸大臣の指示に基づく当機構の前身たる旧公団に対する償還条件の変更（元本の償還猶予、利子の支払猶予、償

還期間の延長等）、これに関連する国・関係地方公共団体から当機構の前身たる旧公団への利子補給等を内容とする支

援策が講じられました。今後も必要な支援については一体となって協議していくことが関係者で確認されており、当

機構に対する債務の円滑な償還が確保される見通し（平成 74 年償還完了）です。 

（略） 
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６．鉄道建設業務等の概要について 

（１）新幹線の建設 

平成30年度の新幹線建設の事業については、北海道新幹線（新青森・新函館北斗間、新函館北斗・札幌間）、北陸

新幹線（金沢・敦賀間）及び九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の３線４区間の建設を行います。 

北海道新幹線の新青森・新函館北斗間148.3kmについては、平成28年３月26日に開業しました。平成30年度は、昨年

度に引き続き、共用区間の高速化対応工事及び環境対策工事等を行います。 

北海道新幹線の新函館北斗・札幌間211.7kmについては、渡島トンネル、立岩トンネル及び後志トンネル等の工事を

行います。また、昨年度に引き続き、用地取得や調査・設計を進めます。 

北陸新幹線の金沢・敦賀間 114.6km については、新北陸トンネル等のトンネル工事並びに九頭竜川橋りょう等の橋

りょう・高架橋工事をはじめ、全線にわたり土木工事を進めます。また、軌道・電気・建築等開業設備工事の準備を

進めます。 
九州新幹線武雄温泉・長崎間67.0kmについては、長崎駅高架橋および大村車両基地路盤をはじめ、全線にわたり土

木工事を進めます。また、軌道・電気・建築等開業設備工事の発注を進めます。 

（略） 

（単位：百万円） 

線 名・区 間 
工事延長 

km 

平成 28 年度

実施額 

平成 29 年度

事業費 

平成 30 年度

事業費 
完成予定 

又は完成年度 

鉄道事業者又 

は軌道経営者 

北海道新幹線      

北海道旅客鉄道

株式会社 

新青森・新函館北斗間 148.3 19,885 7,000 3,000
平成 31 年度末 

（平成 28 年３月

26 日開業） 

新函館北斗・札幌間 211.7 25,047 36,000 37,000
新青森・新函館北

斗間の開業から

概ね 20 年後（注４） 

北陸新幹線     

平成 34 年度末 
西日本旅客鉄道

株式会社 金沢・敦賀間 114.6 72,890 134,000 225,000

九州新幹線    

認可の日から概

ね 10 年後（注４） 

九州旅客鉄道株

式会社 武雄温泉・長崎間  67.0 51,947 80,000 83,000

着工区間計 
 

541.6 169,769 257,000 348,000  

 

 
（注２）（３線４区間） 

建設推進高度化等事業 3,269 2,600 2,500   

合    計 173,038 259,600 350,500

  

（注１）平成 28 年度実施額は決算額、平成 29 年度及び平成 30 年度事業費は年度初の事業計画額としております。 

（注２）上表「着工区間計」の路線・区間数及び建設延長については、平成 30 年度事業費が計上されている路線の

合計としております。 

（略） 
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（２）大都市における鉄道建設 

当機構における都市鉄道の建設には、民鉄線と都市鉄道線があり、いずれも通勤・通学混雑の緩和を主な目的とし

て、当機構が調達する財政融資資金借入金、無利子借入金等の長期安定資金を原資として鉄道施設の新設・大改良を

行うものです。 

これまでに、民鉄線は東急新玉川線など 30 線・210.0km を、都市鉄道線は札沼線、常磐新線（つくばエクスプレス）

など４線・102.5km を建設・譲渡してきました。 

平成 30 年度は、民鉄線事業として引き続き小田急小田原線(2)を施行します。 

（単位：百万円） 

線 名 区 間 
延長 

km 

平成28年度

実施額 

平成29年度

事業費 

平成30年度

事業費 
完成予定 

鉄道事業者又

は軌道経営者

小田原線

(2) 

東北沢・ 

和泉多摩川間
10.4 3,560 1,900 2,200 平成30年度 

小田急電鉄 

株式会社 

 （注１）平成 28 年度実施額は決算額、平成 29 年度及び平成 30 年度事業費は年度初の事業計画額としております。 

（注２）民鉄線の実施額及び事業費に管理費は含まれていません。 

 

（３）都市鉄道利便増進事業 

（略） 

平成 30 年度は、相鉄・ＪＲ直通線では、用地取得を進めるとともに、相鉄線内改修工事、横浜羽沢駅構内工事及び

西谷駅から羽沢駅（仮称）間の開業設備工事（軌道・機会・建築・電気）等を実施します。相鉄・東急直通線では、

用地取得を進めるとともに、羽沢トンネル工事、新横浜駅（仮称）工事、新横浜トンネル工事、新綱島駅（仮称）工

事、綱島トンネル工事及び東急東横線改築工事等を実施します。 

 （単位：百万円） 

線 名 区 間 
延長 

Km 

平成 28 年度

実施額 

平成 29 年度

事業費 

平成 30 年度

事業費 
開業予定 

鉄道事業者又は軌道

経営者 

神奈川東部方面線 12.7 

40,879 51,254 34,776

下記参照 下記参照 

 

 

相鉄・ＪＲ 

直通線 
西谷・横浜羽

沢間 2.7 
平成 31 年度

下期 
相模鉄道株式会社 

 

 

相鉄・東急 

直通線 
横浜羽沢・

日吉間 
10.0 

平成 34 年度

下期 

相模鉄道株式会社 
東京急行電鉄株式会社

（注）平成 28 年度実施額は決算額、平成 29 年度及び平成 30 年度事業費は年度初の事業計画額としております。 

 

（４）青函トンネルの改修工事 (貸付鉄道施設改修事業) 

青函トンネルは、整備新幹線と同様、当機構が財産を保有して北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている施設であ

り、将来にわたって同トンネルの機能保全を図る必要があります。平成 11 年度から青函トンネルの機能保全に係る

鉄道防災事業として、防災設備、通信施設等の改修工事を行っており、平成 30 年度は、火災検知施設、定点消火施

設、電力施設及び変電所施設等の改修工事を行います。 

 （単位：百万円） 

線 名 区 間 
延長

km 

平成 28 年度 

実施額 

平成 29 年度

事業費 

平成 30 年度

事業費 
鉄道事業者又は軌道経営者

津軽 
海峡線 

今別町浜名・ 

知内町湯の里間 
－ 1,097 1,290 1,290 北海道旅客鉄道株式会社 

（注）平成 28 年度実施額は決算額、平成 29 年度及び平成 30 年度事業費は年度初の事業計画額としております。 
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（５）受託事業 

受託事業は、地方公共団体や鉄道事業者等からの委託に基づき、建設工事及び調査設計業務を行うものです。 

平成 30 年度は、えちぜん鉄道福井駅付近連続立体化工事等を行います。 

＜受託事業＞ （単位：百万円） 

線 名 区 間 
延長

km 

平成 28 年度

実施額 

平成 29 年度

事業費 

平成 30 年度

事業費 

完成予定又

は完成年度 

鉄道事業者又は 

軌道経営者 

山梨リニア実 
験線 

笛吹市・ 
上野原市間 42.8 平成 28 年度 東海旅客鉄道株式会社

（公財）鉄道総合技術研究所

つくばエクス

プレス 

車両基地入出庫

線複線化工事 
1.4 平成 28 年度 

首都圏新都市 

鉄道株式会社 

えちぜん鉄道 
福井駅付近連続

立体化工事 
2.6 平成 30 年度 

えちぜん鉄道 

株式会社 

調査受託等  

計 8,328 15,175 15,190

（注）平成 28 年度実施額は決算額、平成 29 年度及び平成 30 年度事業費は年度初の事業計画額としております。 

 

（６）その他 

上記のほか、国からの補助金で実施する新線等調査事業の都心直結線調査は、成田空港及び羽田空港と都心や郊外

を直結する新線整備の事業化を検討するために必要な基礎的資料等の作成を行います。平成 30 年度は、引き続き事

業化に向けた検討の深度化を図るため、主要施設の構造に関する基礎的検討及びルート精査に必要な地質調査などを

行います。 
 （単位：百万円） 

線 名 平成 28 年度 

実施額 

平成 29 年度 

事業費 

平成 30 年度 

事業費 
備考 

都心直結線調査 89 40 40  

（注）平成 28 年度実施額は決算額、平成 29 年度及び平成 30 年度事業費は年度初の事業計画額としております。 
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平成３０年度 建設線等路線図

（新幹線、貸付鉄道施設改修事業）

新八代

博多

九州新幹線

新大阪 東海道新幹線山陽新幹線

長野
金沢

福井

新潟

新青森

新青森

札幌

北海道新幹線

北陸新幹線

凡 例

上
越
新
幹
線

東

北

新

線

幹

青函トンネル

東京

新函館北斗

武雄温泉

諫早長崎

鹿児島中央

八戸

工 事 線

建設事業

貸付鉄道施設改修事業

開 業 線

敦賀
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平成３０年度　建設線等路線図

（民鉄線、都市鉄道利便増進事業、受託事業）

都市鉄道利便増進事業

受 託 事 業

工 事 線

凡 例

民 鉄 線

福井

勝

三
北

勝山

福井

芦原温泉

北

陸

新

線

幹

陸

本

線

国

芦

原

線

山 永 平 寺 線

あわら湯のまち

三国港

福井地区

関 東 地 区

小川町

内宿

大宮

南浦和

武蔵浦和

和光市 西高島平

所沢

北朝霞

朝霞台

浦和美園

豊島園

練馬
練馬高野台

石神井公園

方南町

荻窪

吉祥寺西国分寺

立川

上北台

拝島

南越谷

新越谷

赤羽 赤羽岩淵

東川口

新松戸

柏

我孫子

取手

新鎌ヶ谷松戸

東松戸

京成高砂

つくば

津田沼

北習志野
船橋

西船橋

印旛日本医大

本八幡

綾瀬

北綾瀬

勝田台

ﾕｰｶﾘが丘

千葉

五井

ちはら台

県庁前

千城台

都賀

中野

池袋

上野

亀戸

新木場

新宿

東京

浜松町

品川

渋谷

蒲田

川崎

大井町

調布

明大前

東北沢
世田谷代田

和泉多摩川

大崎

大和

元町・中華街

二子玉川

あざみ野

日吉

二俣川

西谷

新横浜

横浜

相模大野

こどもの国

長津田

海老名

府中本町京王
多摩ｾﾝﾀｰ

登戸

新百合ヶ丘
唐木田橋本

八王子

東
武

東

上

線

埼
京

線

京 王線

東西線 京

線

東

北
本

線

中央本線

京

成

新

線

蔵
野

武

線

田
成

線

東

鉄

関

線

常
総

道

武

野

東

線

田

北総線

武
総

本
線

房

線

内

京

千

葉

成

線

湊線
小

西
武

袋
池

線

相

模

線

武西
宿新 線

小

線

田

原

鉄相 線

線

田

市

園
都

東

新
海道

幹
線

東

横

線

東

海

線

道
本 京

浜
急

線
行

線

武
南

線
浜

横

羽田空港第２ﾋﾞﾙ

東京貨(ﾀ)

千葉みなと

蘇我

千葉中央

羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ

川崎(貨)

羽沢(仮称)

葉

ク

ば

つ

く

エ

ス

プ

ス

レ

秋葉原

小田原線(2)

神奈川東部方面線

永平寺口

えちぜん鉄道高架化工事
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９．行政改革関連事項について 

⑩「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定） 

行政改革推進会議における審議等を踏まえ、平成 25 年 12 月 24 日に「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」

が閣議決定されております。 

なお、各独立行政法人について講ずべき措置とされたもののうち、本機構に関する部分については、平成 28 年度迄

に全ての措置が講じられております。フォローアップ結果は、下表の通りです。 

（略） 

 

 

１１．役職員数の状況（平成 30 年４月１日現在） 

 平成30年度 

役 員 数 13名 

職 員 数 1,586名 

 

 

第２ 事業の状況 

１．業績等の概要 

○各勘定の財務諸表 

（５）特例業務勘定 

②損益計算書 

（略） 

（ｲ）費用の部 

平成 28 年度の経常費用は、122,546 百万円となっております。その主な内訳は、処分用有価証券売却原価を含

む資産処分業務費が 84,848 百万円、共済関係業務費が 2,509 百万円、鉄道支援助成業務費が 24,297 百万円、財

務費用が 9,511 百万円及び一般管理費が 1,380 百万円となっております。 

（ｳ）当期総利益 

平成 28 年度の経常利益 370,935 百万円に臨時損失を控除後の 370,932 百万円が、当期総利益となりました。 
（略） 
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２．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

（２）海事関係 

（略） 

また、平成 25 年 12 月に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」等において、共有建造事業

においては多額の繰越欠損金を抱えていることから、繰越欠損金の具体的な削減計画を策定することとされたため、

平成 26 年３月に繰越欠損金削減計画を策定し、民業補完や政策誘導に留意しつつ事業量を確保することや、未収金

発生防止、債権管理及び債権回収の強化策を講じることにより、その縮減を図ることとしました。平成 28 年２月に

は、平成 25、26 年度の実績を反映し、繰越欠損金削減計画に定める第三期中期計画期間中の削減目標額を 43 億円か

ら 123 億円に変更し、平成 30 年度から第４期中期計画期間となることから、「繰越欠損金削減計画」（参考３）を新

たに策定し、削減目標を５年間で 40 億円程度とすることとしております。 

（略） 

（参考３）「繰越欠損金削減計画」 
繰 越 欠 損 金 削 減 計 画 

                              

平成３０年３月３０日

                 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

          

１．繰越欠損金削減計画の基本的な考え方 

（１）繰越欠損金の発生要因と現状 

  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下、「機構」という。）は、平成１５年１０月１日に日本鉄道建

設公団と運輸施設整備事業団（以下、「事業団」という。）を統合して発足しているが、その中の海事勘定においては、

繰越欠損金が、平成２８年度末には、３１７億円に達している。主な内訳を見ると、貸倒引当金相当額７７億円、未

収金の処理等に伴い、これまでに計上した損失２４０億円となっている。 

その他にも、機構発足後、独立行政法人化に伴い独立行政法人会計基準（以下「独法会計基準」という。）の導入

による損失が発生したが、これらについては、これまで計上した利益により解消している。 

   それぞれの具体的な内容は以下のとおりである。 

 

①貸倒引当金の計上 

  海事勘定においては、機構発足時（平成１５年１０月１日）以降、多額の貸倒引当金を計上することとなったが、

この主な要因は下記のとおりである。 

（ⅰ）未収金の増加 

  船舶共有建造業務においては、平成９年度以降（平成９年９月末までは船舶整備公団、同年１０月１日以降は事業

団）、下記のような、従来の債権管理体制では対応しきれない、急激な状況の変化が発生したことにより未収金が急

増し、これに伴い、機構発足以降、多額の貸倒引当金を計上することとなった。 

   （ア）経済の長期低迷による荷動きの減少 

   （イ）規制緩和による影響 

（a）規制緩和後の荷主再編に伴う物流合理化により船腹過剰となり、運賃・用船料が低下 

（b）各種運賃協定等（内航タンカー運賃協定、沖縄航路運賃協定）の廃止に伴い、運賃・用船料が低下 

（ウ）金融機関の破綻、貸し渋り等の金融システム不安 

    （エ）財政再建の観点からの公共事業の縮減に伴い、稼働率が低下 

    （オ）燃料費の高騰により旅客船事業者、内航オペレーターの経営が悪化 

    （カ）その他の要因（本四架橋、阪神淡路大震災等） 

（ⅱ）独法会計基準の導入による貸倒引当金計上基準の変更 

機構発足前の船舶整備公団、事業団（船舶勘定）においては、特殊法人会計において、貸倒引当金は損益の範囲内

で未収金残高等の千分の六を限度額として計上することとしていた。 

機構発足による独立行政法人化に伴い、金融商品にかかる会計基準に準ずる形で個別の回収可能性を検討し、不足

額を引き当てることとなり、これにより、引当額が大幅に増加することとなった。   

 

②未収金の処理等に伴い計上した損失 

  未収金の処理に伴い、貸倒引当金等の取崩しや貸倒損失・有形固定資産売却損・減損損失の計上により総額で３７

９億円の損失が発生したが、このうち、これまでに計上した利益により１３９億円が解消し、平成２８年度末の繰越

欠損金の内訳としては、２４０億円となっている。 

 

③ その他の要因 

（ⅰ）貸倒引当金以外の独法会計基準導入による影響（退職給付引当金計上） 
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機構発足前は、特殊法人会計に基づき、当該事業年度末に役職員全員が退職した場合の退職金所要額のみを計上し

ていたが、機構発足後は、独法会計基準に基づき、各事業年度末における役職員の退職給付債務（退職一時金、厚生

年金基金から支給される年金給付、退職共済年金に係る整理資源負担及び恩給負担金に係る債務）の額の割引額を計

上することとなり、引当額が増加したが、これに伴う損失については、これまで計上した利益により全て解消してい

る。 

（ⅱ）利幅の低下 

  平成７年以降、事業金利と調達金利の利幅が縮小したことにより、船舶共有建造業務における収益性が低下したが、

利幅については、平成１８年１１月より、金利体系を見直したことにより、現状においては、安定的な確保が図られ

ている。 

    

（２）計画の必要性 

内航海運は、我が国の国民生活や経済活動を支える基幹的輸送インフラであり、環境にやさしく効率的な輸送機関

である内航海運の安全・良好なサービスを持続的に確保するためには、安定的輸送の確保や生産性の向上を図る必要

がある。また、離島航路の維持・改善をはじめとする、地域公共交通の活性化や観光立国推進等に寄与する必要があ

る。 

そのため、船舶共有建造業務により、国内海運政策の実現に寄与する船舶の建造を推進する。海事勘定においては、

「内航海運効率化のための鉄道建設・運輸施設整備支援機構船舶勘定見直し方針」（以下、「見直し方針」と言う。平

成１６年１２月２０日国土交通省及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構）に基づき、平成１７年度から２１年度まで

の重点集中改革期間において、船舶共有建造制度の抜本的見直し、適切なスプレッドの確保、未収発生防止、債権管

理及び回収の強化策に努めたこと等により、重点集中改革期間の最終年度（平成２１年度）においては、多額の債務

超過の状態から１３５億円の資産超過に転じ、また、未収金についても平成２８年度末時点の残高が８億円となり、

着実に解消されてきている。一方、未収金処理の過程等で発生した繰越欠損金は、平成２８年度末において、３１７

億円に上っていることから、第４期中期計画期間においても、引き続き、未収金の発生防止・回収促進等を図ること

に加え、船舶共有建造業務を円滑に遂行するため、今後は、繰越欠損金の解消に向け、その削減を進めていく必要が

ある。基本的には、船舶共有建造業務により計上される利益のみが、繰越欠損金削減の原資となるため、事業量の確

保を図るとともに、未収金が、引当金の計上や、管理又は処理に伴い発生する費用等により損益を圧迫する要因とな

ることから、その発生の抑制、債権管理及び債権回収の強化を通じてこれらの費用の圧縮を図ることにより、利益を

確保していくこととし、繰越欠損金の削減目標額及び具体的な削減方法を定めることにより、着実に削減を進めてい

くものである。 

 

（３）前提条件 

①基本的な考え方 

  上述のとおり、基本的には、船舶共有建造業務により計上される利益のみが、繰越欠損金の原資となるため、引き

続き、収益性の確保のための措置に取り組んでいく必要がある。 

その一方で、機構（船舶共有建造業務）は、国内海運政策の実施機関であることに鑑み、「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針（平成２５年１２月２４日閣議決定）」において、「共有建造事業において多額の繰越欠損金を抱

えていることから、繰越欠損金の具体的な削減計画を策定し、その解消に向け着実な縮減を図るとともに、財務の健

全性及び適正な業務運営を確保するため、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図る。」とされたところである。

このため、船舶共有建造業務の実施においては、民業補完の観点、債権管理体制の強化、適正な事業金利の設定に

より国内海運政策への誘導等に配慮しつつ、財務改善に必要な事業量の確保を図り、また、未収金の回収や引当金計

上による未収金への適切な対処により財務の健全性を確保していくことを考慮した上で、下記②の前提条件による推

計に基づき、繰越欠損金の削減目標を設定するものとする。 

 

②具体的な前提条件 

  （ⅰ）事業量  

第４期中期計画期間（平成 30 年度～平成 34 年度）中、平成 30 年度予算額で推移するものとする。 

（ⅱ）金利水準 

   過去の金利実績に基づき、将来の金利（事業金利、調達金利）を予測したものを用いる。 

（ⅲ）固定型と金利見直し型の事業量比率は、過去の平均に基づき８：２と設定する。 

       

２．繰越欠損金削減目標額 

  以上に基づき推計した結果、第４期中期計画期間（平成 30 年度～平成 34 年度）５年間における繰越欠損金の削減

目標額は、40 億円程度とするものとする。 

  

３．繰越欠損金の具体的な削減方法 

（１）事業量の確保 

  機構は、これまで、適正な事業金利の設定や、事業者へのＰＲ等により建造推進を図ってきたが、引き続き、民業

補完の観点に留意し、債権管理体制を強化しつつ、物流の効率化、離島航路整備や観光立国推進、環境対策等の国内

海運政策の実現に寄与する船舶の建造を推進する。また、社会的要請の高い船舶の建造に適切に対応することにより、
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財務改善に必要な事業量の確保を図っていくものとする。 

  機構が対象とする国内海運業界は、荷主業界の動向や経済環境等の外的要因に大きく左右され、それに伴い事業量

も変動するため、次の措置を推進することにより、良質な事業者の安定的な確保に努める。 

①建造支援セミナーや地区説明会の実施、及び事業者への個別訪問による船舶共有建造制度のＰＲを行うととも

に、建造計画についての的確かつ早期の情報収集を行っていく。 

②荷主やオペレーターへの訪問により、業界の動向、船舶に対する需要や建造計画についての的確かつ早期の情報

収集を行い、これらの情報を活用して訪問先事業者の選定を行う等により、効率的かつ有効な建造推進活動を行

っていく。 

   

（２）未収金発生防止、債権管理及び債権回収の強化策 

① 未収金発生防止・債権管理強化策 

（ⅰ）新規未収金発生を防止するための審査の厳格化（建造計画の検証、長期用船保証の確保）を行う。 

（ⅱ）未収金発生時の船舶使用料の用船料直接受領の一般化を行う。 

（ⅲ）保有債権の管理を強化するため、民間金融機関と連携して海運事業者の経営状態のモニタリングを行う。 

（ⅳ）事業者の資産の劣化や状況悪化による未収金発生を未然に防止するため、審査・管理部署が連携した効率的な管

理体制を構築し、信用リスクの適時適切な把握に努めるものとする。  

         

② 債権回収強化策 

  共有契約に基づく船舶使用料が未払いとなった事業者に対しては、未収金回収の最大化を図るべく、以下の措置を

講じるものとする。 

（ⅰ）未収金発生原因の確認、関係者との間で事業者の資金繰りや経営改善のための協議を行うことにより、早期の

正常化を図る。 

（ⅱ）個々の事業者の経営状況等を勘案して、支払計画を早期に策定したうえで、未収金の計画的かつ確実な回収を

行っていく。  

  （ⅲ）上記措置が困難となる場合においては、既存債権の回収率を引き上げるため、以下の措置を講じる。 

  （ア）早期に新たな本船の引き受け事業者やオペレーターを探し、新たなスキームの下での回収の継続を行う。 

  （イ）法的手続きを含めた回収策や売船マーケット状況を考慮した船舶の売却等により、回収の最大化を図る。 

 

４．その他 

繰越欠損金の削減目標額は上記の推計に基づくものであり、実際の前提条件については、年度ごとにある程度の波

が発生するものであることから、試算の前提や結果は幅をもって理解されるものである。事業量や引当額等に大幅な

変動が生じることになると合理的に見込まれる状況に至った場合等、実際の状況が前提条件から大幅に乖離し、本計

画によることが著しく不適当と認められる場合には、上記１．（３）の「①基本的な考え方」（適正な事業金利の設定、

政策課題の実行、未収金の処理等）に留意しつつ、当該計画の見直しを実施するものとする。 
 

（５）広報・情報提供機能の整備 

④ パンフレット及び広報誌の活用 

機構が果たしている役割、業務について国民の理解をより促進するため、平成 28 年度に新パンフレットを作成して

おります。 

 

（６）鉄道建設の低コスト化及び工期短縮への取組み 

（略） 

ちなみに、平成 29 年度のコスト改善率は、5.82％となりました。平成 30 年度以降については、新たなコスト改善

策に取り組んで行きます。 

（略） 

＜機構コスト構造改善プログラムにおける建設コスト改善の主な施策（平成 25 年度～平成 29 年度）＞ 

施策分類 施 策 項 目 施 策 概 要 

工事コストの

改善 

限界状態設計法の採用によるスリム化 従来よりも精度を更に向上させた設計手法を採用することにより、構造物の安全

性を向上させつつ部材のスリム化を図り工事コストを改善 

トンネル灯具の仕様を変更 トンネル灯具の安定器仕様を電磁式から電子式に変更し、設置台数が減少するこ

とにより工事コストを改善 

吹付けコンクリートの材料変更 トンネル吹付けコンクリートの材料のうち、シリカフュームと石灰石微粉末をフ

ライアッシュと高炉スラグ微粉末に変更しコスト改善 

駅本屋の外壁仕上げの見直し 

 

駅本屋拡幅部の外壁仕上げの見直しによるコスト改善 
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くい発生土の流用によりコスト改善 

 

くいの発生土を改良し、埋め戻し材として自ら利用することによりコスト改善 

消雪基地の給水方式の見直し 

 

上水道給水方式を井戸給水方式に変更し、コスト改善 

構造物の基礎構造の変更 

 

地質確認の結果、橋りょう基礎の場所打ち杭を直接基礎に変更し、コスト改善 

協議により、トンネル掘削土の処理場

を近傍へ変更 

トンネル掘削土の運搬場所を近傍に変更してコスト改善 

新技術の開発 従来のシールド工法からより経済的なＳＥＮＳを開発・採用しコスト改善 

協議によるスパン割の見直し 鉄道事業者との協議により、鋼橋脚をＲＣ橋脚に変更、及びＨ鋼埋込桁のスパン

を変更し、コスト改善 

レール削正車の運搬方法の変更 

 

協議により、船舶による運搬をＪＲ委託工事（オンレール）に変更し、コスト改

善 

鉄製トロ等横取治具の開発 工事用車両の上下線の入れ換え作業において、可動式横取装置を使用していたが、

新たに横取治具を開発し、コスト改善 

車体塗装・乾燥装置の見直し 新幹線における車体の塗装装置と乾燥装置を個別方式から一体化方式に改良し、

コスト改善 

国有林野内に新設した工事用道路の存

置 

国有林野内に新設する工事用道路は、工事完了後は原形復旧が原則だが、協議の

結果、存置することでコスト改善 

協議により、用地侵害防除柵の施工減 鉄道事業者との協議により、第三者による用地占有の可能性の低い場所は、用地

侵害防除柵の施工を省略し、コスト改善 

協議により、用地侵害防除柵の構造変

更 

鉄道事業者との協議により、新幹線とＪＲ在来線との境界は、第三者による用地

占有の可能性が低いことから、パイプ柵に変更しコスト改善 

駅本屋及び旅客上屋規模の施工減 鉄道事業者との協議により、駅本屋、旅客上屋の規模を減じてコスト改善 

車両検修建物の屋根防水仕様の見直し 車両検修建物の屋根形状を変更のうえ、防水工法を見直し、コスト改善 

シールドセグメントにボルトレス継手

を採用 

セグメントのボルト継手をボルトレス継手に変更し、ボルトの締め付け時間が不

要となりセグメントの組立時間が短縮したことによるコスト改善 

シールドの縦断勾配の見直し 建物の基礎杭がシールドに支障することがわかり、縦断勾配を下げることにより

支障する基礎杭を回避し、コスト改善 

新幹線橋りょう下部工と並行する道路

橋下部工を一体化 

新幹線と並行する道路の橋りょう下部工を新幹線下部工と一体構造にすることに

よりコスト改善 

他工事の建設発生土を有効利用 購入土による盛土の造成を他工事の建設発生土を有効利用することによりコスト

改善 

協議によりホーム壁仕上げ面積の縮小 半地下駅ホームの二重壁仕上高さを最小限にし二重壁の壁仕上面積を減らすこと

によりコスト改善 

ヤード仮設設備範囲の縮小 工程調整により、先行工事の仮設設備を継承することで、後工事のヤード仮設設

備範囲の縮小となりコスト改善 

トンネル掘削湧水の処理方法の見直し トンネル掘削時の湧水を、清水と濁水に分離することにより濁水処理水量、薬品

量及び電力量の削減、濁水処理設備規模の小型化によるコスト改善 

協議による保守設備の見直し 協議によりトンネル出入口の保守用通路（線路下を通る立体交差設備）を廃止す

ることによるコスト改善 

合成セグメントの設計精査 地質調査結果に伴う設計見直しで、フランジ部材ランクダウンが可能になったこ

とによるコスト改善 

工程調整による土留支保工の見直し 隣接工事の事業者と掘削工程を調整し、グラウンドアンカーを一段省略できたこ

とによるコスト縮減 

協議によるスパン割の変更 管理者との協議の結果、公園敷地内に橋脚の設置が可能になったことによる長大

橋化の解消でコスト縮減 

維持管理費

（ＬＣＣ）の

改善 

鉄筋かぶりの増設 鉄筋かぶりを 10 ㎜～20 ㎜程度増設して、構造物のコンクリート中性化を抑え長

寿命化を図り、ライフサイクルコストの改善 

高効率変圧器（トップランナー）の採

用 

高効率変圧器（トップランナー）を採用することにより、使用電力量を低減 

節水機能付衛生器具の採用 

 

駅の衛生器具（自動水栓、洋風便器等）の節水機能見直しで使用水量を低減し、

ライフサイクルコストを改善 
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社会的コスト

の改善 

生コンに高炉セメントを使用 生コンクリート材料に高炉セメントを使用することでＣＯ2 の発生を抑制し、環

境負荷を低減 

協議による土捨場の変更 関係機関との協議により、土捨場をより近傍に確保することで、ダンプトラック

から排出されるＣＯ2 を削減し、環境負荷を低減 

 

 

 

６．研究開発活動 

（１）新技術、新工法の開発 

（略） 

研究分野 主な研究課題 

品質・信頼性、安全性向上 
トンネル坑口部の斜面防災に関する研究開発 

整備新幹線における電車線挙動の調査研究 等 

環境保全 整備新幹線におけるＬＥＤ照明の導入に関する調査研究 等 

建設コストの縮減 
ＰＣ構造ＧＲＳ一体橋梁の挙動に関する研究 

ロングレール破断時開口量の検討 等 

構造物の長寿命化、維持管理の効率化 支承の省略による鋼鉄道橋の合理化の検討 等 

地域特性への適合 酷寒地区に適用する信号設備の調査研究 等 

鉄道整備計画策定の効率化 土地利用データ等を用いた人口分布の細分化に関する研究 等 

 

（４）特許権等 

平成 30 年５月１日現在、当機構名で登録している特許権及び実用新案権の件数並びに当機構名で出願中の特許

権の件数は、次の通りです。 

区 分 登録 出願中 

特 許 権 91（１） ６ 

実用新案権 － － 

 

（５）海外技術協力 

①当機構の海外技術協力は、青函トンネルや上越・北陸・東北・九州・北海道新幹線、さらに都市鉄道などの建設工

事で培った総合的な技術力と経験を活かし、国等の要請に基づいて職員を専門家として海外に派遣する一方、外国

人研修生を受け入れるなど、積極的に技術協力を行っております。 

平成 29 年度までに技術協力を行った国及び地域は 70 に及び、延べ 2,191 人の専門家を派遣しております。その

協力内容は、鉄道新線建設や改良工事における事業可能性調査、建設計画、設計、施工等の多くの分野に渡ってお

ります。 
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第４ 法人の状況 

２．役員の状況（平成30年４月１日現在） 

役職名 氏   名 任   期 略     歴 

理事長 北 村 隆 志 

(平成27年10月１日) 

自 平成30年４月１日 

至 平成35年３月31日 

昭和51年４月運輸省入省 

平成24年９月海上保安庁長官 

平成25年８月内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補

付)(命)内閣官房国土強靭化推進室次長 

平成26年10月大阪国際空港ターミナル(株)特別顧問 

副理事長 小 島   滋 
自 平成29年４月１日 

至 平成31年９月30日 

昭和54年４月日本鉄道建設公団入社 

平成27年４月鉄道・運輸機構鉄道建設本部東京支社長

平成28年４月鉄道・運輸機構鉄道建設本部工務統括役

理事長代理 佐 々 木  良 

（平成29年７月７日）

自 平成29年10月１日 

至 平成31年９月30日 

昭和59年４月運輸省入省 

平成28年４月国土交通省大臣官房サイバーセキュリテ

ィ・情報化審議官 

平成28年８月国土交通省九州運輸局長 

理 事 七 尾 英 弘 
自 平成29年10月１日 

至 平成31年９月30日 

昭和61年４月運輸省入省 

平成26年７月国土交通省東北運輸局次長 

平成28年６月国土交通省大臣官房審議官 

理 事 西 川   浩 
自 平成29年10月１日 

至 平成31年９月30日 

昭和57年４月住友海上火災保険㈱入社 

平成26年４月三井住友海上火災保険㈱理事 総務部長

平成29年４月三井住友海上火災保険㈱金融公務営業推

進本部公務部開発顧問 

理 事 神 山 和 美 

（平成26年10月１日）

自 平成29年10月１日 

至 平成31年９月30日 

昭和62年４月(財)日本経済研究所入社 

平成25年４月㈱日本経済研究所社会インフラ本部長 

平成25年６月㈱日本経済研究所執行役員社会インフラ

本部長 

理 事 木 村 岩 雄 
自 平成29年10月１日 

至 平成31年９月30日 

昭和56年４月東京海上火災保険㈱入社 

平成24年６月東京海上日動火災保険㈱執行役員（横浜中

央支店長委嘱） 

平成26年４月東京海上日動火災保険㈱常務執行役員 

理 事 岩 本   泉 
自 平成29年10月１日 

至 平成31年９月30日 

昭和61年４月運輸省入省 

平成27年４月国土交通省海事局検査測度課長 

平成29年４月国土交通省九州運輸局次長 

理 事 髙 瀨 昭 雄 
自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日 

昭和55年４月日本鉄道建設公団入社 

平成28年４月鉄道・運輸機構審議役 

平成29年４月鉄道・運輸機構工務・建設統括役 

理 事 湯 山 和 利 
自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日 

昭和56年４月日本国有鉄道入社 

平成28年４月鉄道・運輸機構鉄道建設本部計画部長 

平成29年４月鉄道・運輸機構事業監理部長 

監 事 藤 田 親 史 

（平成25年10月１日）

自 平成27年10月１日 

至 平成29事業年度の 

  財務諸表承認日 

昭和50年４月住友商事㈱入社 

平成19年８月住友商事㈱九州・沖縄ブロック長付 

平成21年８月住友商事㈱フィナンシャル・リソーシズ

グループ長付 

監 事 横 内   泉 

自 平成27年10月１日 

至 平成29事業年度の 

  財務諸表承認日 

昭和58年４月警察庁入庁 

平成24年８月警察大学校警察政策研究センター所長 

平成25年８月宮城県警察本部長 

監 事 木 下 和 彦 

（平成25年７月１日）

自 平成27年10月21日 

至 平成29事業年度の 

  財務諸表承認日 

昭和50年４月㈱三和銀行入行 

平成18年６月東洋カーマックス㈱執行役員 

平成23年10月東洋カーマックス㈱専務取締役 
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３．コーポレート・ガバナンスの状況 

（２）「中期目標」「中期計画」「年度計画」について 

（略） 

①中期目標 

通則法第 29 条により、国土交通大臣は、あらかじめ委員会の意見を聴き、３年以上５年以下の期間において当機

構が達成すべき業務運営に関する目標（「中期目標」）を定め、これを当機構に指示するとともに公表することにな

っております。これを変更したときも同様です。当機構の現行の中期目標は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３

月 31 日までの５年間について定められております。 
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第６ 法人の参考情報 

平成３０年２月２８日 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期目標 

 

国土交通大臣は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第１項の

規定に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）

が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

我が国が直面する人口急減、少子化、超高齢化という大きな課題に対し、国内の地域間、

国内と海外との間におけるヒト、モノ等の「対流」の促進により次世代へと豊かな暮らし

をつないでいくことは極めて重要である。 

機構は、特殊法人等改革の一環として、前身の日本鉄道建設公団と運輸施設整備事業団

の統合により、平成１５年１０月に新たに独立行政法人として発足した機関であり、鉄道

の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進す

るための助成その他の支援に関する業務を行っている。 

これらの業務の実施においては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針｣（平成

２５年１２月２４日閣議決定）等を踏まえ、中期目標管理法人として国民に対する説明責

任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、「交通政策基本計画」（平

成２７年２月１３日閣議決定）、「総合物流施策大綱」（平成２９年７月２８日閣議決定）

等における公共交通に関する政府方針を実現すべく、適切に遂行しているところである。 

機構の担う役割は、上記の政府方針の実現に向けて、機構の有する高度な技術力や専門

性を活かし、独立行政法人通則法第２条の趣旨も踏まえ、民間企業等との適切な役割分担

に留意しながら、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化に的確に対応した大量輸送機

関を基幹とする輸送体系の確立等を図り、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与

することである。 

（別添）政策体系図 

 

 

２．中期目標の期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とする。 

 

- 30 -



 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成２７年５月２５日改定）における「一

定の事業等のまとまり」は、本章中の(1)鉄道建設等業務、(2)鉄道助成業務等、(3)船舶

共有建造等業務、(4)地域公共交通出資業務等、(5)特例業務（国鉄清算業務）とする。各

業務については、関係機関と十分な連携を図りながら、以下の通り各業務を遂行する。 

 

(1) 鉄道建設等業務 

機構は、公的資金による鉄道建設事業を行っており、これを実現するため、調査・計

画の作成から地方公共団体等関係機関との円滑な協議・調整、用地取得交渉、各種構造

物の設計・施工までの業務を一貫して実施するなど、鉄道建設業務に関する総合的なマ

ネジメントを行える我が国唯一の公的な整備主体である。このため、良質な鉄道を経済

的に安全にかつ工期どおりに建設することが重要な目的であるとの認識に基づき、これ

らの実施に当たっては、環境保全、都市計画との整合等鉄道建設に関わる課題へ適切に

対応するとともに、技術力の向上、技術開発の推進と公表、工事コストの縮減、適切な

事業費の設定及び管理を通じた鉄道建設の業務の質の確保を図りつつ、整備新幹線の建

設、都市鉄道利便増進事業、民鉄線及び受託事業等における所要の業務を推進する。 

 

① 工事完成予定時期を踏まえた事業の着実な進捗 

整備新幹線の建設や都市鉄道利便増進事業等について、工事完成予定時期を踏まえ、

事業費・工程の管理を徹底することによって、鉄道建設事業のプロジェクト遂行の確実

性を確保し、着実な進捗を図る。 

具体的には、鉄道建設事業は、ⅰ測量・設計等の業務や用地協議・取得等を行う工

事の準備段階、ⅱ土木工事や軌道工事といった工事実施段階、ⅲ開業に向けた諸試験・

検査の実施など開業準備段階に分けられるが、各事業が、それぞれどの段階に位置し、

工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗しているかを把握することとする。また、当

該年度の事業費や工程に課題が発生していないか機構内で確認し、課題が発生した場合

には、関係者との調整に努めることを通じ、事業費・工程の管理を徹底する。 

この際、これまで機構が培ってきた鉄道建設の経験と技術力を駆使して、良質な鉄

道を経済的に安全にかつ工期どおりに建設することが重要であり、建設工事の実施に当

たっては技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努め、想定できなかった現地状況に

対応する必要性が生じた等、工事実施計画の認可等の後に不測の事態が生じた場合を除

き、認可等の際の事業費を上回らないようにするとともに、工事の各段階では、特に以

下の点に留意して事業を遂行することとする。 

ⅰ 工事の準備段階：工事実施段階に向け、良質な鉄道を経済的に安全にかつ工期ど

おりに進められるよう測量・設計等の工事の準備を行うこと 

ⅱ 工事実施段階：これまで機構が培ってきた鉄道建設の経験と技術力を駆使し、品

質を確保しつつ、合理的かつ効率的な工事の実施に努めるとともに、安全な事業遂

行に万全を期すこと 
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ⅲ 開業準備段階：開業に向け、様々な諸試験や検査を行うこととなるため、各作業

を行う部門ごとの連携を十分にし、完成・開業予定時期までに開業させること 

さらに、建設に係る進捗状況について公表するとともに、整備新幹線の未着工区間に

ついて、調査を適切に実施するとともに、国民への説明責任を果たすため、調査結果に

ついて詳細な情報開示を行う。 

＜具体的な完成・開業年度目標＞ 

・ 鉄道建設について、以下の時期までに完成・開業させることを目指す。 

北陸新幹線（金沢～敦賀間）：平成３４年度末 

九州新幹線西九州ルート（武雄温泉～長崎間）：平成３４年度 

神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線）：平成３１年度下期 

神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線）：平成３４年度下期 

＜目標水準の考え方＞ 

整備新幹線整備事業については「整備新幹線の取扱いについて」（平成２７年１月

１４日政府・与党申合せ）において示された完成・開業予定時期を、都市鉄道利便増

進事業については都市鉄道等利便増進法（平成１７年法律第４１号）に基づく速達性

向上計画において国土交通大臣が認定した完成・開業予定時期を、それぞれ目標とし

て設定した。 

【重要度：高】 

整備新幹線は、地域間の移動時間を大幅に短縮させ、地域社会の振興や経済活性

化に大きな効果をもたらすこと、都市鉄道は、地域間交流・連携の強化や都市機能

の向上等に寄与すること、加えて、鉄道建設は、機構が有する高度な技術力や専門

性を活用できる分野であることから、重要度は高い。 

【難易度：高】 

鉄道建設事業は、工事期間中においては、地盤の状況や希少野生動植物種への対

応、予期せぬ災害の発生への対応など他律的な制約が多く、また、工事の各段階に

おいては、地方公共団体、鉄道事業者、地権者など調整すべき関係者が多数あるこ

とに加え、完成までに多様な工程・業務の積み上げが必要であるため。 

 

② 鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援 

機構が有する鉄道分野の技術力、調査能力を広く総合的に活用した鉄道建設に係る受

託業務等及び地域鉄道事業者等への鉄道施設の保全・改修等に係る技術的な事項の助言

などの技術支援（鉄道ホームドクター制度）等を実施する。 

受託工事について、協定に基づき工事を完成させるため、事業費や工程に課題が発生

していないかを機構内で確認し、課題が発生した場合には、関係者との調整に努めるこ

とを通じ、事業費・工程の管理を徹底する。なお、機構の支援が真に必要な場合のみに

実施するために第三者委員会において策定した具体的な基準を適切に運用するととも

に、受託工事に係るコスト縮減の状況等について検証を行い、その結果について公表す

る。 

＜定量的目標＞ 
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（鉄道分野の技術力を活用した支援） 

・ 地域鉄道事業者等への技術支援等について、当該地域鉄道事業者等に対するアンケ

ート調査（５段階評価）で平均３．０以上の評価を得る。 

＜指標＞ 

（鉄道分野の技術力を活用した支援） 

・ 技術支援等の実施件数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２９年度（見

込み）までの件数・７８件） 

＜目標水準の考え方＞ 

機構から技術支援等を受けた地域鉄道事業者等の満足度について、５段階（５＝大

変役に立った、４＝おおむね役に立った、３＝役に立った、２＝あまり役に立たなか

った、１＝まったく役に立たなかった）中の「３＝役に立った」以上の評価を得られ

ることを目標水準として設定した。 

【難易度：高】 

受託業務についても、(1)①と同様に、協定に基づき工事を完成させるためには、

工事期間中においては、地盤の状況や希少野生動植物種への対応、予期せぬ災害の発

生への対応など他律的な制約が多く、また、工事の各段階においては、地方公共団体、

鉄道事業者、地権者など調整すべき関係者が多数あることに加え、完成までに多様な

工程・業務の積み上げが必要であるため。 

 

③ 鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み 

鉄道建設に係る業務について、経済性を確保しながら品質の維持・一層の向上を図る

とともに、安全にかつ工期どおりに建設するため、以下の取組みを推進する。 

まず、施工管理の徹底や職員の技術力向上のための鉄道建設業務に係る機構職員向け

技術研修の実施等を通じて、経済性を確保しながら品質の維持・一層の向上を図る。 

また、良質な鉄道を経済的に安全にかつ工期どおりに建設する能力を高める観点か

ら、必要に応じた鉄道建設に係る技術基準類の整備、一層高度な技術の開発を推進する

とともに、その成果及び鉄道建設特有の技術を部外へ適切に理解してもらうため、学会

での発表等を通じた積極的な広報及び効果的な活用に努める。 

＜指標＞ 

・ 機構職員向け技術研修の受講者数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２

８年度までの施工監理講習受講者数・２，４０６人） 

・ 学会等への応募・発表数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２８年度ま

での学会等への応募・発表数・３０６件） 

・ 機構による業務成果を公表する場の開催数（前中期目標期間実績：平成２５年度か

ら平成２８年度までの技術研究会等開催数・３０件） 

 

④ 我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み 

我が国は鉄道分野について世界に誇れる高い技術力を有しており、その中で唯一の公

的な新幹線建設主体である機構が有する同分野の技術力を広く総合的に活用し、国土交
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通省の関連施策との連携を図りながら、海外の鉄道関係者に対する支援を積極的に推進

するとともに、我が国の鉄道システムの海外展開（高速鉄道に係る案件形成及びプロジ

ェクトマネジメントの強化を含む。）に向けた国、関係団体等による取組みに対して、

機構の技術力や経験を活用し、専門家の派遣や各国の研修員の受入れ等、積極的に協力

を行う。 

＜指標＞ 

・ 専門家派遣数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２８年度までの実績・

１２６人（２７カ国）） 

・ 研修員等受入数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２８年度までの実

績・４０２人（４１カ国）） 

 

⑤ 鉄道施設の貸付・譲渡の業務等 

鉄道施設に係る貸付料及び譲渡代金による調達資金の確実な回収に当たっては、毎年

度回収計画を策定し、確実な回収を図る。 

さらに、並行在来線への支援のため、特例業務勘定から建設勘定への繰入れにより、

日本貨物鉄道株式会社に対して貨物調整金を交付する。 

 ＜指標＞ 

・ 貸付料及び譲渡代金について、回収計画に沿って回収を行った件数（前中期目標期

間実績：平成２５年度から平成２９年度（見込み）までの回収件数・９７１件（鉄

道事業者数：２７者）） 

  

(2) 鉄道助成業務等 

① 鉄道助成 

 機構では、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に資するため、整備新幹線、

都市鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対する補助等による支援及び新

幹線譲渡代金、無利子貸付資金の回収を適正かつ効率的に実施する。 

 

(a)確実な処理・適正かつ効率的な執行 

鉄道関係業務の資金の移動（勘定間繰入・繰戻）及び補助金交付について、第三者

委員会の助言の必要部分を審査業務の改善に反映させること、審査ノウハウの承継や

スキルアップのための機構職員向け研修の実施等により、法令その他による基準に基

づき確実に処理するとともに、標準処理期間内に適正かつ効率的に執行する。 

＜指標＞ 

・ 補助金審査に係る機構職員向け研修の受講率(前中期目標期間実績：平成２５年度

から平成２９年度までの平均受講率・８１％） 

 

(b)助成制度に関する情報提供等の推進 

鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な活用を支援するため、鉄道助成制度に関

するガイドブックの配布等による情報提供や周知活動を積極的に推進する。 
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＜指標＞ 

・ 鉄道助成制度に関するガイドブックの地方公共団体・鉄道事業者等への配布部数

（前中期目標期間実績：平成２７年度から平成２９年度の平均配布部数・８０９部） 

 

(c)債権の確実な回収等 

既設四新幹線の譲渡代金、無利子貸付資金について、約定等に沿った確実な回収を図

るとともに、これらに係る債務を確実に償還する。 

＜指標＞ 

・ 譲渡代金及び無利子貸付資金について、約定等に沿った回収を行った件数（前中期

目標期間実績：平成２５年度から平成２９年度（見込み）までの回収件数・譲渡代

金：年間６件、無利子貸付資金：年間６件） 

 

② 中央新幹線建設資金貸付等業務 

中央新幹線の建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付け

ており、貸付けを行った事業について、建設主体の財務状況、事業の進捗状況等を把握

しつつ、約定に沿った貸付利息の確実な回収を図る。 

＜指標＞ 

・ 貸付利息について、約定に沿った回収を行った件数（前中期目標期間実績：平成２

８年度から平成２９年度（見込み）までの回収件数・８件） 

 

(3) 船舶共有建造等業務 

我が国の国民生活や経済活動を支える基幹的輸送インフラであり、モーダルシフトに

よる環境負荷や効率性にも優れる内航海運の分野において、「内航未来創造プラン」

（平成２９年６月内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会）等を踏まえ、船舶共

有建造業務を通じ、安定的輸送の確保に努め、生産性の向上等に努める必要がある。ま

た、国内旅客船についても、離島航路の維持改善や観光立国推進等の観点から、着実に

整備を推進する必要がある。このため、これらの国内海運政策の実現に寄与する船舶の

建造を推進しつつ、船舶の老朽化へも対処する。 

 

① 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造推進 

船舶の建造の推進については、今後の国内海運政策の実現に寄与するために必要と

なる措置について検討し実施する。 

また、機構が船舶共有建造制度を実施するに当たっては、物流の効率化、離島航路

整備や観光立国推進、環境対策等の国内海運政策の実現に寄与するため、コンテナ船や

フェリーなどの物流効率化に資する船舶、地域振興に資する船舶、船員雇用対策に資す

る船舶、事業基盤強化に資する船舶、グリーン化に資する船舶等の建造を推進する。 

その際は、船舶共有建造業務の財務改善に必要な事業量を確保しつつ、民業圧迫に

ならないよう配慮する。 

＜定量的目標＞ 
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・ 上記船舶のうち、より高い政策効果を実現する船舶の延べ建造隻数を今中期目標期

間中において１４０隻以上とする。 

＜目標水準の考え方＞ 

延べ建造隻数については、過去の年間平均建造実績約２６隻を基に５年間で約１３

０隻となることを踏まえ、今中期目標期間において１４０隻と設定した。 

【重要度：高】 

内航海運及び国内旅客船は国民生活や経済活動を支える基幹的輸送インフラとし

て極めて重要な役割を担っている。しかし、これらを支える海運事業者は資力が乏し

いため、船舶共有建造制度を通じ、国内海運政策に寄与する政策的意義の高い船舶の

建造を推進する必要があるため。 

【難易度：高】 

船舶建造は社会経済状況に応じて建造量が大きく変化し、外部的要因が強く影響す

るため。 

 

② 船舶建造等における技術支援 

共有建造する船舶の計画、設計、建造、就航後の各段階での効果的な技術支援を実

施し、国内海運政策の実現に寄与する良質な船舶を建造する。 

【重要度：高】 

船舶は内航海運業に必要不可欠な基幹的輸送インフラであり、国内海運政策に合致

する良質な船舶を建造するには高い技術力が必要である。しかし、多くの内航事業者

は零細事業者で技術力がなく自らのみで船舶を建造することは困難であることから、

政策に合致する船舶建造の技術支援を実施することの重要度は高い。 

 

③ 船舶共有建造業務における財務内容の改善 

未収金の発生防止、債権管理及び回収の強化等の取組みを行うとともに、機構の収

益の確保に努めることにより、財務内容の一層の改善を進める。 

また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」を踏まえ、未収金の発生防止、

債権管理、回収の強化、一定の事業量の確保、適正な事業金利の設定及び政策課題の実

行等に留意した繰越欠損金削減計画により繰越欠損金の縮減を図るほか、未収金残高に

ついても引き続き縮減に努める。 

さらに、海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠損金について、

事業年度ごとにその要因を含めホームページ等において国民に分かりやすく公表する。 

＜定量的目標＞ 

・ 今中期目標期間中に繰越欠損金削減計画により４０億円程度の繰越欠損金の縮減

を図る。 

＜目標水準の考え方＞ 

繰越欠損金については、これまでの繰越欠損金削減計画における水準を踏まえ、今

中期目標期間中において４０億円程度を縮減することとした。なお、具体的な縮減額

については、別途繰越欠損金削減計画によることとする。 
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(4)地域公共交通出資業務等 

① 地域公共交通出資及び貸付け 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第２９条の

２の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に寄与するため、認定軌道運送高度

化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行う。 

＜定量的目標＞ 

・ 国土交通大臣の認可を受けた業務基準に従い、適切に業務を行うことで、出資及び

貸付資金の毀損ゼロを目指す。 

＜目標水準の考え方＞ 

地域公共交通出資業務については、公的資金であることに鑑み、適切に出資及び貸

付けを行うとともに、毀損を生じさせないことを目標としている。 

 

② 内航海運活性化融資 

内航海運活性化融資業務による融資を受けて内航総連が実施している内航海運暫定

措置事業については、国が将来の輸送量、船腹量の推計に基づき策定・公表する資金管

理計画を基に、内航総連に貸し付けるため調達する借入金が前年度以下となるように貸

付金の回収を適切に行う。 

 

(5) 特例業務（国鉄清算業務） 

① 年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等 

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号。

以下「債務等処理法」という。）第１３条の規定に基づき、旧国鉄職員の年金の給付に

要する費用等について、適切な資金管理を行いつつ、円滑かつ確実に支払を実施する。 

また、やむを得ず処分できていない残存土地については適切かつ早期の処分を図り、

今中期目標期間中に完了させる。 

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社（以下

「旅客鉄道株式会社等」という。）の株式については、各社の今後の経営状況の推移等

を見極めつつ、適切な処分方法の検討等を行う。 

 

② 旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等 

機構の特例業務勘定における利益剰余金等の取扱いに関する関係三大臣合意（平成２

２年１２月２１日。以下「関係三大臣合意」という。）及び「北海道旅客鉄道株式会社

及び四国旅客鉄道株式会社の安全対策に対する追加的支援措置について」（平成２７年

６月３０日国鉄事第７５号）並びに債務等処理法附則第４条及び第５条の規定に基づ

き、旅客鉄道株式会社等に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他会社の経営基盤の

強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付け又

は助成金の交付等（以下「貸付け等」という。）を適切に実施する。また、貸付け等に

- 37 -



 

当たっては、適切な資金管理を行いつつ、法令その他の基準を遵守し、誤処理なく適正

にかつ効率的に実施する。 

なお、関係三大臣合意及び同法附則第６条の規定に基づき、並行在来線の支援のため、

特例業務勘定から建設勘定への繰入れを適切に実施するものとする。 

 

 

４．業務運営の効率化に関する事項 

(1) 業務改善の取組み 

① 組織の見直し 

組織については、業務の質的・量的な変化に常に的確に対応できる効率的かつ機動

的な体制となるよう、弾力的な組織の編成、運営の効率化等の見直しを行いながら、適

切に運営する。 

 

② 調達等合理化の推進 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成２７年５月２

５日総務大臣決定）に基づく取組みを着実に実施し、事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤ

ＣＡサイクルにより、公平性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理

化を推進する。 

＜指標＞ 

・ 一般競争入札による鉄道施設に係る建設工事での総合評価落札方式実施率（前中期

目標期間実績：平成２７年度から平成２８年度までの平均実施率・１００％） 

 

③ 人件費管理の適正化 

給与水準については、政府における独立行政法人に係る報酬・給与等の見直しの取組

みを踏まえ、国家公務員等の給与水準等との比較を行いつつ、事務・事業の特性を踏ま

えて適正な給与水準となるよう厳しく検証し、その検証結果及び取組状況を公表する。 

 

④ 一般管理費の効率化 

一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期目

標期間の最終年度（平成３４年度）において、前中期目標期間の最終年度（平成２９年

度）比で５％程度に相当する額を削減する。 

 

⑤ 事業費の効率化 

事業費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期目標期間の最終年

度（平成３４年度）において、前中期目標期間の最終年度（平成２９年度）比で５％程

度に相当する額を削減する。 

 

⑥ 資産の有効活用 
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宿舎等の保有資産について、効率的な活用を図るとともに、利用実態等に照らして適

切な場合には処分を行う。 

＜指標＞ 

・ 保有宿舎・寮の平均入居率（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２９年度

上期までの平均入居率・９５％） 

 

(2) 電子化の推進 

業務運営の簡素化及び効率化を図るため、ＩＴの活用等により、業務の電子化及びシ

ステム等の最適化を推進する。 

 ＜指標＞ 

・ Ｗｅｂ会議開催回数 

・ 電子決裁率 

 

 

５．財務内容の改善に関する事項 

(1) 財務運営の適正化 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、適正に計画し健全な財

務体質の維持を図る。 

独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研究会策定、平

成２７年１月２７日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準に

よる収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位としての業務ごとに予

算と実績を管理する。 

また、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 

なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況

にも留意した上で、厳格に行う。 

 

(2) 資金調達 

毎年度の資金計画を策定するとともに、計画的な債券発行等を通じて、資金調達コス

トの抑制を図る。 

 

 

６．その他業務運営に関する重要事項 

(1) 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２６年１１月２

８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項を確実に実施すると

ともに、法人の長のリーダーシップのもと、内部統制の取組みについて実態把握、継続

的な分析、必要な見直しを行う。 
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また、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事案等の反

省に立ち、入札談合等関与行為等の再発防止対策については、これまでの取組みを踏ま

えた上で、必要に応じて見直しを行いながら、引き続き取り組んでいく。 

 

(2) 広報・情報公開の推進 

機構の業務に対する国民の理解を深めるため、広報における主要なターゲット及びＰ

Ｒポイントを整理して、戦略的広報を推進する。また、主な業務の実施状況及び財務情

報等について、広く情報公開を推進するとともに、外部の知見の積極的な活用を図り、

業務運営の透明性を確保する。 

 

(3) 情報セキュリティ対策の推進 

政府の方針に基づき、法人が保有する情報システムに対するサイバー攻撃への防御能

力強化、攻撃に対する組織的対応能力の強化等の適切な情報セキュリティ対策を推進す

る。 

 

(4) 環境への配慮 

業務の実施に当たっては、環境負荷の低減、環境の保全について配慮するとともに、

自然環境保全対策、地球温暖化対策等に努める。 
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0

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 政策体系図

※国⼟交通省「政策⽬標及び施策⽬標」より抜粋
○整備新幹線の整備を推進する ○鉄道網を充実・活性化させる ○地域公共交通の維持・活性化を推進する
○海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する

（機構の目的） 【独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 抜粋】

第三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の

整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量
輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上
に寄与することを目的とする。

鉄道助成業務

仙台市地下鉄東西線

鉄道建設等業務

 整備新幹線整備事業、都市
鉄道利便増進事業の着実な
進捗。

 我が国鉄道技術の海外展開
に向けた取組の実施。

北海道新幹線

特例業務
（国鉄清算業務）

梅田駅（北）

船舶共有建造業務

高度二酸化炭素低減化船

出資等業務

LRT（イメージ）

総合物流施策大綱（2017‐2020）（平成29年7月28日閣議決定）
〇内航海運の安定的輸送の確保と生産性向上のため、 「内航未来創造プラン～たくま
しく日本を支え進化する～」（平成29年6 月内航海運の活性化に向けた今後の方向性
検討会策定）に基づく施策の推進に取り組む。（略）先進的な船舶等の開発・普及
（ （略）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の船舶共有建造制度の活用
を通じた円滑な代替建造の促進等） （略）を図る。

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）

交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定）
〇整備新幹線（北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線）の整備を着実に進める（略）

〇都市鉄道の利用を促進するため、（略） 都市鉄道のネットワークの拡大・利便性の向
上を推進する。

〇コンパクトシティ化などの都市構造転換等に併せ、（略）公共交通機関であるＬＲＴ・Ｂ
ＲＴ等の導入を促進する。

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が果たす役割

 交通インフラ・ネットワークの
機能拡充・強化に資するため、
整備新幹線、都市鉄道等への
適正かつ効率的な補助の実
施。

 既設新幹線譲渡代金等の適
正かつ効率的な回収の実施。

 物流効率化に資する船舶、地
域振興に資する船舶等の船
舶共有建造業務を実施。

 良質な船舶建造のための技
術支援の実施。

 地域公共交通の活性化等に
資する認定軌道運送高度化
事業等の実施に必要な資金
の出資等

 内航海運活性化融資業務の
適切な実施。

 旧国鉄職員等への年金費用
等の円滑かつ確実な支払

 国鉄から承継した土地処分の
円滑な実施等

 ＪＲ北海道、四国及びＪＲ貨物
の経営自立のための支援

民間企業等
との適切な
役割分担

内部統制の
充実・強化

業務運営の
効率化の取
組みを実施

国土交通省の政策・施策（鉄道・運輸機構関連）

主な政府方針等
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平成３０年３月３０日 

 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期計画 

 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

我が国は、人口急減、少子化、超高齢化という大きな課題に直面しており、このよう

な社会的な制約を解決するため、運輸分野において公共交通の果たす役割は大きい。 

そのため、国においては「交通政策基本計画」（平成２７年２月１３日閣議決定）等

を定め、我が国社会の持続的発展のため、様々な政策を実現しようとしている。 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、このような政策を実

現するため、確かな技術力、豊富な経験、高度な専門知識を最大限に発揮し、持続可能

で活力ある国土・地域づくりの実現に貢献するという役割を果たす必要がある。 

  その際留意すべきは、これら政策のすべてを機構が実施するのではなく、民間企業等

のみで実施できることはそれらに任せ、民間企業等のみでは実現できない役割を果たす

ことが重要である。 

特に、整備新幹線整備や都市鉄道利便向上施策などは、機構が有する高速鉄道その他

の鉄道建設に関する技術や知見を十分に活用するものであり、船舶共有建造事業などは、

民間に任せるだけでは課題の解決が進まない状況であることから、国内海運政策を実現

するために必要不可欠な業務について、民業補完する形で実施するものである。 

  これらの役割を果たし、国土交通大臣が定めた機構の中期目標（平成３０年４月１日

から平成３５年３月３１日までの５年間の目標。以下「中期目標」という。）を達成す

るため、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０条第１項の規定に基

づきとるべき措置等を以下のとおり定める。 

 

２．中期計画の期間 

 

  平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とする。 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

（１）鉄道建設等業務 

機構は、鉄道建設業務に関する総合的なマネジメントを行える我が国唯一の公的

な整備主体として、国民生活の向上や経済社会の発展、地球環境にやさしい交通ネ

ットワークの構築に資する良質な鉄道を所定の工期内に安全にかつ経済的に建設す

ることを推進する。これらの実施に当たっては、環境保全、都市計画との整合等鉄
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道建設に関わる課題へ適切に対応するとともに、技術力の向上、技術開発の推進と

公表、工事コストの縮減、適切な事業費の設定・管理を通じた鉄道建設の業務の質

の確保を図りつつ、整備新幹線整備事業、都市鉄道利便増進事業、民鉄線及び受託

事業等における所要の業務を遂行する。 

 

① 整備新幹線整備事業  

建設中の新幹線の各路線について、工事完成予定時期を踏まえ、事業を着実に推

進するため、事業費及び工程の管理を適切に行うとともに、公的整備主体として関

係者との連携・調整を図り、今中期計画期間中においては以下のとおり各路線の目

標達成を目指す。 

 

ａ．北海道新幹線（新函館北斗・札幌間） 

工事実施計画に基づく平成４７年度末までの完成・開業予定に対し、「整備新幹

線の取扱いについて」（平成２７年１月１４日政府・与党申合せ。以下「政府・与

党申合せ」という。）による平成４２年度末の完成・開業に向けて、概ね平成３４

年度末までにトンネル及び高架橋等の発注を完了し、土木工事の進捗を図る。 

 

ｂ．北陸新幹線（金沢・敦賀間） 

当初の工事実施計画に基づく平成３７年度末までの完成・開業予定に対し、政

府・与党申合せによる平成３４年度末の完成・開業。 

 

ｃ．九州新幹線（武雄温泉・長崎間） 

九州新幹線（西九州ルート）の開業のあり方に係る六者合意（平成２８年３月

２９日）に基づき、平成３４年度に対面乗換方式により開業。 

 

なお、事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建設する重要性

にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗しているかを適切に把握す

る。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努め、想定できなかった現地状況に

対応する必要性が生じた等、工事実施計画の認可の後に不測の事態が生じた場合を

除き、認可の際の事業費を上回らないようにするとともに、各年度に行ったコスト

縮減効果について整理・機構内での共有を図り、かつ、中期目標で示された事業の

各段階における留意事項を踏まえ、事業を遂行する。今中期計画期間中においては、

全ての線区で工事実施段階にあるため、品質を確保しつつ、合理的かつ効率的な工

事の実施に努めるとともに、安全な事業遂行に万全を期す。さらに、開業準備段階

に移行する線区においては、開業に向け、様々な諸試験や検査を行うこととなるた

め、各作業を行う部門ごとの連携を十分に密なものとする。 

また、工事の進捗状況をホームページ等で公表する。未着工区間について、調査

を適切に実施するとともに、国民への説明責任を果たすため、調査結果について詳

細な情報開示を行う。 
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② 都市鉄道利便増進事業等  

(a) 都市鉄道利便増進事業 

工事完成予定時期を踏まえ、事業を着実に推進するため、事業費及び工程の管

理を適切に行うとともに、公的整備主体として関係者との連携・調整を図り、今

中期計画期間中においては、以下のとおり各路線の目標達成を目指す。 

 

ａ．神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線） 

平成３１年度下期の開業 

 

ｂ．神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線） 

平成３４年度下期の開業 

 

なお、事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建設する重要

性にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗しているかを適切に把

握する。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努め、想定できなかった現地

状況に対応する必要性が生じた等、速達性向上計画の認定の後に不測の事態が生

じた場合を除き、認定の際の事業費を上回らないようにするとともに、各年度に

行ったコスト縮減効果について整理・機構内での共有を図り、かつ、中期目標で

示された事業の各段階における留意事項を踏まえ、事業を遂行する。今中期計画

期間中において、神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線）は開業準備段階にある

ため、開業に向け、様々な諸試験や検査を行うこととなるため、各作業を行う部

門ごとの連携を十分に密なものとする。神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線）

は工事実施段階にあるため、品質を確保しつつ、合理的かつ効率的な工事の実施

に努めるとともに、安全な事業遂行に万全を期す。また、開業準備段階に移行し

た後は、開業に向け、様々な諸試験や検査を行うこととなるため、各作業を行う

部門ごとの連携を十分に密なものとする。 

 

(b) 民鉄線事業 

      安全かつ着実な事業の推進のため関係者との連携を図りながら、以下のとお

り目標達成を目指す。 

 

・小田急小田原線 

       平成３０年度の事業完了 

 

③ 鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援 

機構が有する総合的技術力、中立性を活かして社会に貢献する観点から、受託工

事について、協定に基づいた工事完成予定時期及び事業費の管理を徹底し、着実に

推進する。受託調査については、国土交通省の関連施策との連携を図りつつ、地方
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公共団体や鉄道事業者等からの要請を踏まえ、鉄道計画に関する調査の支援を実施

する。 

なお、鉄道事業者から新たな工事の受託要請があった場合は、外部有識者からな

る「鉄道工事受託審議委員会」において審議し、同委員会の意見を踏まえつつ、受

託の可否について決定する。また、受託工事に係るコスト縮減について、同委員会

において随時検証し、その結果をホームページ等で公表する。 

さらに、大規模災害等の発生時においても、これまでの復旧・復興支援の経験を

活かし、国や地方公共団体等からの要請があった場合は、その支援等に積極的に取

り組む。 

また、機構がこれまでに培ってきた鉄道分野の総合的な技術力を活用して、地域

鉄道事業者等に対する次の技術支援を実施する。 

「鉄道ホームドクター制度」を用いて、地域鉄道事業者等の要請に応じ、その鉄

道施設の保全・改修等に係る技術的な事項について、適切かつ極力きめ細やかに助

言する。鉄道施設等に係る技術的な情報の提供等地域における交通計画の策定等に

資する支援を実施する。これらの地域鉄道事業者等への技術支援等を適切に実施し、

当該地域鉄道事業者等に対するアンケート調査（５段階評価）で平均３．０以上の

評価を得ることを目指す。 

地域鉄道事業者、地方公共団体及び国土交通省等の地域鉄道に係わる諸機関と緊

密に連携して、機構の技術支援に係る情報の収集・発信に努め、その一層の利用を

促進する。 

さらに、地域鉄道事業者等の懸案とされている設備の老朽化について、情報収集

を行うとともに、機構の支援のあり方を検討する。 

 

④ 鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み 

良質な鉄道を建設するために、必要に応じて技術基準類の整備と工事 の検査を

充実させる対策を進め、品質管理・施工監理について徹底を図るとともに、鉄道建

設業務の遂行に必要な技術力の向上及び承継のために、講習や資格取得の支援等を

通じて、持続的な業務の質の向上に努める。 

また、これまでに蓄積してきた施工経験を基に、各業務分野において事業を推進

する過程で必要となる調査、設計、施工技術の開発、改良に係る技術開発を推進し、

その成果を鉄道建設業務に活用するとともに、建設技術に係る各種学会等へ積極的

に参加し、その発表会等を通じて公表していく。 

さらに、鉄道建設特有の技術を部外へ適切に理解してもらうための取組みを実施

する。 

 

（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対する技術協力 

国等が進める我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対し協力し、高速鉄道

プロジェクトへの技術協力や専門家派遣、各国の要人や研修員受入れ等の人的支援

を行う。 
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また、高速鉄道に係る案件形成・プロジェクトマネジメントの強化に向けた取組

みに対して協力する。 

 

（３）鉄道施設の貸付・譲渡の業務等 

鉄道事業者に対して貸付又は譲渡した鉄道施設について、機構の調達 資金を確

実に返済、償還するため、毎年度、事業者ごとに貸付料及び譲渡代金の回収計画を

策定し、その全額を確実に回収する。 

なお、償還期間の変更を実施した事業者については、毎年度、決算終了後に経営

状況等の把握を図り、償還確実性を検証する。 

建設した鉄道施設について、完成後、各営業主体に対して貸付又は譲渡を行う。 

また、主要幹線及び大都市交通線で今中期計画期間中に国土交通大臣が指定する

貸付期間が経過する以下の区間について、貸し付けしている鉄道事業者に対して譲

渡を行い、その譲渡代金の回収を図る。 

  

・平成３０年度 

譲渡区間：小金線（新松戸・西船橋間） 

鉄道事業者：東日本旅客鉄道株式会社 

 

さらに、並行在来線への支援のため、特例業務勘定から建設勘定への 繰入れに

より、日本貨物鉄道株式会社に対して貨物調整金を交付する。 

 

（４）鉄道助成業務等 

 

① 鉄道助成 

機構は、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に資するため、整備新幹

線、都市鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対する補助等による支

援及び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金の回収を適正かつ効率的に実施していく。 

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等について、法令その他による基準に基づ

き確実に処理するとともに、標準処理期間内（補助金等支払請求から支払まで３０

日以内、国の補助金の受入から給付まで７業務日以内）に執行できるよう適正かつ

効率的に処理する。また、「鉄道助成業務の審査等に関する第三者委員会」からの

改善意見の必要部分を審査業務の改善に反映させること、及び審査ノウハウの承継、

スキルアップのための職員研修を実施すること等により、業務遂行に係る効率性の

向上等、鉄道助成業務の更なる充実強化を図る。 

また、鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な活用を支援するため、鉄道助

成ガイドブックの配布等による情報提供や周知活動を積極的に推進する。 

さらに、既設四新幹線の譲渡代金、無利子貸付資金について約定等に沿った確実

な回収を図るとともに、これらに係る債務を確実に償還する。 
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② 中央新幹線建設資金貸付等業務 

貸付金の償還が行われるまで、継続的に償還確実性を確認する必要があることか

ら、貸付けを実施した建設主体に対し、財務状況、貸付けを行った事業の進捗状況

等を毎年度把握するとともに、これにより、債権の確実な保全及び約定に沿った貸

付利息の確実な回収を図る。 

 

（５）船舶共有建造等業務 

我が国の国民生活や経済活動を支える基幹的輸送インフラであり、環境にやさし

く効率的な輸送機関である内航海運の安定的な輸送の確保及び生産性の向上のため、

また、離島航路の維持・改善をはじめとする地域公共交通の活性化や観光立国推進

等の観点から国内旅客船の着実な整備を推進するため、船舶共有建造業務により国

内海運政策の実現に寄与する船舶の建造を推進する。 

 

① 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造推進 

船舶共有建造業務として、物流の効率化、離島航路整備や観光立国推進、環境対

策等の国内海運政策の実現に寄与する船舶建造を推進する。 

具体的には、国内海運政策の実現に寄与するものとして、物流効率化に資する船

舶、地域振興に資する船舶、船員雇用対策に資する船舶、事業基盤強化に資する船

舶、グリーン化に資する船舶等を掲げ、これらのうち、より高い政策効果を実現す

る船舶の延べ建造隻数を今中期計画期間中において１４０隻以上とするが、建造量

は社会経済状況に応じて大きく変化することに十分留意する。 

また、海運事業者や荷主に対し、より高い政策効果を実現する船舶について、効

果、利点を分かりやすく適切に周知する。 

 

② 船舶建造等における技術支援 

上記の国内海運政策の実現に寄与する良質な船舶の建造に資するため、計画、設

計、建造、就航後の各段階での技術支援を的確に実施する。特に、ＳＯＸ等環境規

制に対応するための技術支援や先進船舶、離島航路就航船、二酸化炭素低減化船、

労働環境改善船などの高度な技術を要する船舶への技術支援に重点的に取り組み、

その充実を図る。 

このため、内航海運の諸課題、事業者のニーズや社会的要請等に対応するための

技術調査を実施するほか、技術支援に係る研修、交流、マニュアルの充実等により、

技術支援に係わる職員の技術力の維持・向上、ノウハウの体系的な蓄積と承継を図

る。 

また、先進船舶等の更なる普及を図るため、機構の技術支援のあり方を検討する。 

 

③ 船舶共有建造業務における財務内容の改善 

未収金の発生防止、債権管理及び回収の強化等の取組みを行うとともに、機構の

収益の確保に努めることにより、財務内容の一層の改善を進める。 
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また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日

閣議決定）を踏まえ、未収金の発生防止、債権管理、回収の強化、一定の事業量の

確保、適正な事業金利の設定及び政策課題の実行等に留意して機構が策定する繰越

欠損金削減計画により今中期計画期間中に４０億円程度の繰越欠損金の縮減を図る

ほか、未収金残高についても引き続き縮減に努める。 

さらに、海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠損金につい

て、事業年度ごとにその要因を含めホームページ等において国民に分かりやすく公

表する。 

 

（６）地域公共交通出資業務等 

 

① 地域公共交通出資及び貸付け 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第２９

条の２の規定に基づき、次の手順に従って、認定軌道運送高度化事業等の実施に必

要な資金の出資及び貸付けを行う。 

国土交通大臣の認可を受けた業務基準に従い、出資等を行うか否かの決定に際し、

当該リスクを適切に評価して、中長期的な収益性が見込まれること等を確認し、適

切に業務を行う。 

また、出資及び貸付けを行った事業の進捗状況を適切に把握・評価しつつ、出資

及び貸付資金の効率的な使用及び適切な回収を図る。 

これらにより、地域公共交通の活性化及び再生に寄与するとともに、出資及び貸

付資金の毀損ゼロを目指す。 

 

② 内航海運活性化融資 

国が策定・公表する資金管理計画を基に、調達する借入金が前年度以下となるよ

うに、貸付金の回収及び新規の融資を適切に行う。 

 

（７）特例業務（国鉄清算業務） 

 

① 年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等 

旧国鉄職員の恩給及び年金の給付に要する費用、旧国鉄時代に発生した業務災害

に係る業務災害補償費等の各年度における必要負担額について、適切な資金管理を

行いつつ、円滑かつ確実に支払を実施する。 

やむを得ず処分できていない残存土地については適切かつ早期の処分を図り、今

中期計画期間中に完了させる。 

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社（以

下「旅客鉄道株式会社等」という。）の株式については、国等の関係者と連携を図り

つつ、各社の今後の経営状況の推移等を見極めながら、適切な処分方法の検討等を

行う。 
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② 旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等 

機構の特例業務勘定における利益余剰金等の取扱いに関する関係三大臣合意（平

成２２年１２月２１日。以下「関係三大臣合意」という。）及び「北海道旅客鉄道

株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の安全対策に対する追加的支援措置について」

（平成２７年６月３０日国鉄事第７５号）並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等

の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）附則第４条及び第５条の規定に

基づき、旅客鉄道株式会社等に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他会社の経

営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資

金の貸付け又は助成金の交付等（以下「貸付け等」という。）を適切に実施する。

また、貸付け等の実施に当たっては、適切な資金管理を行いつつ、法令その他の基

準を遵守するとともに、旅客鉄道株式会社等のモラルハザードを防止し、誤処理な

く適正にかつ効率的に実施する。 

なお、関係三大臣合意及び同法附則第６条の規定に基づき、並行在来線の支援の

ための貨物調整金に要する費用に充てるため、特例業務勘定から建設勘定への繰入

れを適切に実施する。 

 

４．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

（１）業務改善の取組み 

 

① 組織の見直し 

業務の質的・量的な変化を適切に把握するとともに、組織見直しに関 する具体

的な計画を策定し、弾力的な組織の編成、運営の効率化等を図る。 

 

② 調達等合理化の取組み 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成２７年５月

２５日総務大臣決定）に基づき、毎年度調達等合理化計画を策定し、事務・事業の

特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的か

つ継続的に調達等の合理化に取り組む。また、入札・契約の適正な実施について、

監事監査及び契約監視委員会等のチェックを受ける。 

 

③ 人事費管理の適正化 

給与水準については、政府における独立行政法人に係る報酬・給与等 の見直し

の取組みを踏まえ、国家公務員等の給与水準等との比較を行いつつ、事務・事業の

特性を踏まえて適正な給与水準となるよう厳しく検証し、その検証結果及び取組状

況を公表する。 

 

④ 一般管理費の効率化 

- 49 -



 

一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期

計画期間の最終年度（平成３４年度）において、前中期計画期間の最終年度（平成

２９年度）比で５％程度に相当する額を削減する。 

 

⑤ 事業費の効率化 

事業費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期計画期間の最終

年度（平成３４年度）において、前中期計画期間の最終年度（平成２９年度）比で

５％程度に相当する額を削減する。 

 

⑥ 資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、効率的な活用を図るとともに、「８．重要な財産の譲

渡・担保に関する計画」に従って、資産の処分等及び集約化を図る。 

 

（２）電子化の推進 

業務運営の簡素化及び効率化を図るため、システム等の事情を踏まえつつ、ＩＴ

の活用等により、業務の電子化及びシステム等の最適化を推進する。 

 

５．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

（１）予算、収支計画及び資金計画 

別紙のとおり。 

 

（２）財務運営の適正化 

独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研究会策定、

平成２７年１月２７日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成

基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、収益化基準の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理を行う。 

また、各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生状況を厳格に分析

し、減少に向けた努力を行うとともに、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な

会計処理に努める。 

なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生

状況にも留意した上で、厳格に行う。 

 

（３）資金調達 

資金計画を策定し、短期資金及び長期資金の併用等による柔軟かつ効率的な資金

調達を行うことにより、資金調達コストの抑制を図る。 

 

６．短期借入金の限度額 

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、２
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６０，０００百万円とする。 

 

７．不要財産の処分に関する計画 

主要幹線及び大都市交通線で今中期計画期間中に国土交通大臣が指定する貸付期

間が経過する以下の区間について、貸し付けしている鉄道事業者に対して譲渡を行

った際の譲渡代金を国庫納付する。 

 

・平成３０年度 

譲渡区間：小金線（新松戸・西船橋間） 

鉄道事業者：東日本旅客鉄道株式会社 

 

８．重要な財産の譲渡・担保に関する計画 

行田宿舎及び津田沼寮について、平成３０年度以降、売却等適切な措置を講じる。 

 

９．剰余金の使途 

    ・建設勘定 

管理用施設（宿舎に限る。）の改修 

 

１０．その他主務省令で定められる業務運営に関する事項 

 

（１）施設及び設備に関する計画 

   該当なし 

 

（２）人事に関する計画 

事業規模、事業内容等業務の実情に応じて必要な人材を確保するとともに、各業

務の進捗に対応するため、人員の適正配置等重点的な運用を行う。 

 

（３）機構法第１８条第１項の規定により繰り越した積立金（同条第５項の規定により第

１項の規定を準用する場合を含む。）の使途 

 

    ・建設勘定 

過去に会社整理及び施設譲渡が行われた譲渡線並びに貸付料の回収が一部行

われなかった貸付線に係る繰越欠損金であって、機構法附則第２条第４項の規定

により機構への承継時に資本剰余金と相殺されたものを補填するための業務 

 

・地域公共交通等勘定 

           前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期間に繰り越

した固定資産の減価償却に要する費用等への充当 

日本内航海運組合総連合会が実施する内航海運暫定措置事業に必要な一部資
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金の貸付けに関する業務 

 

    ・助成勘定 

前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期間に繰り越し

た固定資産の減価償却に要する費用等への充当 

 

（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

① 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２６年１１

月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項を確実に実

施する。理事長のリーダーシップのもと、理事長を委員長とし、全役員が参画する

内部統制委員会を中心に、機構のミッションや中期目標の達成を阻害する要因（リ

スク）の把握・対応を行うなど、内部統制の取組みについて実態把握、継続的な分

析、必要な見直しを行い、内部統制の充実・強化を図る。 

また、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事案等

の反省に立ち、その再発防止対策について、これまでの取組みを踏まえた上で、必

要に応じて見直しを行いながら、引き続き着実に取り組む。 

 

② 広報・情報公開の推進 

機構の業務に対する国民の理解を深めるため、広報における主要なターゲット及

びＰＲポイントを整理して、戦略的広報を推進する。 

また、主な業務の実施状況、役職員の給与水準、入札結果や契約の情報、財務の

状況等について、ホームページ等において分かりやすく公表する。 

 

③ 情報セキュリティ対策の推進 

政府の方針に基づき、機構が保有する情報システムに対するサイバー攻撃への防

御能力強化、攻撃に対する組織的対応能力の強化等の適切な情報セキュリティ対策

を推進する。 

 

④ 環境への配慮 

業務の実施に際しての環境負荷を低減するため、機構で定める「第４ 期環境行

動計画」に基づき、温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の削減に向けたオフィス活動に

おける取組みのほか、職員の環境意識の向上に資する研修等の実施、建設工事等に

より発生する建設廃棄物のリサイクルやグリーン調達等に取り組む。 

また、これらの取組みの状況や成果を盛り込んだ「環境報告書」を毎年度作成し

公表する。 
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３．参照書類を縦覧に供している場所 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

（横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー）  

 

なお、当機構ホームページ(http://www.jrtt.go.jp/)にも掲載しています。  
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